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第 ４ 回 定 例 会 議案第１６９号

下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例の一部を改正する条

例

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例の一部を改正する条

例

下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定する。

提案理由

下関市吉母飲用水供給施設に係る給水料金を改定するため。
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別紙

下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例

下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例（平成17年条例第27号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の第10条第２項の規定にかかわらず、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後最初に行われる検針により算定される給水料金の額は、施行日

前の期間に係る給水料金及び施行日以後の期間に係る給水料金を日数に応じて算出し、そ

れらの額を合計した額とする。

改正前 改正後

（給水料金）

第10条 略

２ 料金の額は、次に定める基本料金と従

量料金の合計額とする。

(1) 基本料金 １月につき1,143円

(2) 従量料金 次の規定により算出した

額の合計額

ア １月の使用水量の10立方メートル

までの部分 １立方メートルにつき

10円

イ １月の使用水量の10立方メートル

を超え30立方メートルまでの部分

１立方メートルにつき186円

ウ １月の使用水量の30立方メートル

を超える部分 １立方メートルにつ

き286円

（給水料金）

第10条 略

２ 料金の額は、次に定める基本料金と従

量料金の合計額とする。

(1) 基本料金 １月につき1,440円

(2) 従量料金 次の規定により算出した

額の合計額

ア １月の使用水量の10立方メートル

までの部分 １立方メートルにつき

20円

イ １月の使用水量の10立方メートル

を超え30立方メートルまでの部分

１立方メートルにつき209円

ウ １月の使用水量の30立方メートル

を超える部分 １立方メートルにつ

き322円
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第 ４ 回 定 例 会 議案第１７０号

下関市事務分掌条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市事務分掌条例の一部を改正する条例

下関市事務分掌条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

提案理由

市長公室を新たに設け、並びに総合政策部の名称及び分掌事務を変更する

ため。
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別紙

下関市事務分掌条例の一部を改正する条例

下関市事務分掌条例（平成17年条例第11号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

改正前 改正後

（部等の設置及び分掌事務）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67

号）第158条第１項の規定に基づき、市

長の権限に属する事務を分掌させるた

め、次のとおり部及び局を設け、その分

掌事務を定める。

総合政策部

(1) 略

(2) 市行政の総合調整に関する事項

(3) 地域振興に関する事項

(4) 秘書に関する事項

(5) 広報及び広聴に関する事項

(6) 国際交流に関する事項

(7) 略

(8) 東京事務所に関する事項

略

（部等の設置及び分掌事務）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67

号）第158条第１項の規定に基づき、市

長の権限に属する事務を分掌させるた

め、次のとおり部、公室及び局を設け、

その分掌事務を定める。

市長公室

(1) 特命事項の調査研究に関する事項

(2) 秘書に関する事項

(3) 広報及び広聴に関する事項

(4) 国際交流に関する事項

(5) 東京事務所に関する事項

企画政策部

(1) 略

(2) 総合的な計画に係る事業の推進に

関する事項

(3) 地域再生に関する事項

(4) 公民連携による事業の共創に関す

る事項

(5) 略

略
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第 ４ 回 定 例 会 議案第１７１号

下関市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例

下関市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定する。

提案理由

地方公務員法の一部を改正する法律の一部改正に伴い、所要の条文整理を

行うため。
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別紙

下関市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

下関市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（令和４年条例第26号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。

改正前 改正後

附 則

（経過措置）

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部

を改正する法律（令和３年法律第63号）

附則第４条第１項若しくは第２項（これ

らの規定を同法附則第９条第３項の規定

により読み替えて適用する場合を含

む。）、第５条第１項から第４項まで、

第６条第１項若しくは第２項（これらの

規定を同法附則第９条第３項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）又

は第７条第１項から第４項までの規定に

より採用された職員をいう。）に対する

この条例による改正後の下関市職員退職

手当支給条例（以下「新条例」とい

う。）第２条第１項の規定の適用につい

ては、同項中「（以下「職員」とい

う。）」とあるのは、「（地方公務員法

の一部を改正する法律（令和３年法律第

63号）附則第４条第１項若しくは第２項

（これらの規定を同法附則第９条第３項

の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）、第５条第１項から第４項ま

で、第６条第１項若しくは第２項（これ

らの規定を同法附則第９条第３項の規定

により読み替えて適用する場合を含

附 則

（経過措置）

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部

を改正する法律（令和３年法律第63号）

附則第４条第１項若しくは第２項（これ

らの規定を同法附則第９条第２項の規定

により読み替えて適用する場合を含

む。）、第５条第１項から第４項まで、

第６条第１項若しくは第２項（これらの

規定を同法附則第９条第２項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）又

は第７条第１項から第４項までの規定に

より採用された職員をいう。）に対する

この条例による改正後の下関市職員退職

手当支給条例（以下「新条例」とい

う。）第２条第１項の規定の適用につい

ては、同項中「（以下「職員」とい

う。）」とあるのは、「（地方公務員法

の一部を改正する法律（令和３年法律第

63号）附則第４条第１項若しくは第２項

（これらの規定を同法附則第９条第２項

の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）、第５条第１項から第４項ま

で、第６条第１項若しくは第２項（これ

らの規定を同法附則第９条第２項の規定

により読み替えて適用する場合を含
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

む。）又は第７条第１項から第４項まで

の規定により採用された職員を除く。以

下「職員」という。）」とする。

む。）又は第７条第１項から第４項まで

の規定により採用された職員を除く。以

下「職員」という。）」とする。
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第 ４ 回 定 例 会 議案第１７２号

下関市手数料条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市手数料条例の一部を改正する条例

下関市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

提案理由

自動交付機による場合の手数料の特例を定め、動物取扱責任者研修に係る

手数料を改定し、並びに地方公共団体情報システムの標準化及びマンション

の管理の適正化の推進に関する法律の一部改正等に伴い、所要の条文整理を

行うため。
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別紙

下関市手数料条例の一部を改正する条例

下関市手数料条例（平成24年条例第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。

改正前 改正後

附 則 附 則

（自動交付機による場合の特例）

５ 令和８年４月１日から令和９年３月31

日までの間、自動交付機（別表第１備考

に規定する自動交付機をいう。）による

場合の同表 １の項並びに別表第２ １の

項、10の項及び11の項の規定の適用につ

いては、別表第１ １の項中「１件につ

き200円」とあるのは「１件につき10

円」と、別表第２ １の項中「350円」と

あるのは「10円」と、同表 10の項及び

11の項中「200円」とあるのは「10円」

とする。

別表第１（第２条関係）

証明・閲覧・複写関係

別表第１（第２条関係）

証明・閲覧・複写関係

項 手数料を徴収する事務 金額

１ 証明

(1)・(2) 略

(3)・(4) 略

(5) 略

(6) 営業、職業、諸

税、扶養、居住、

生存、死亡、死

略

略

略

１件につき

300円

項 手数料を徴収する事務 金額

１ 証明

(1)・(2) 略

(3) 納税

(4)・(5) 略

(6) 所在

(7) 略

略

１件につき

300円

略

１件につき

300円

略
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備考 １の項中「自動交付機」とは、

市の電子計算機と電気通信回線によ

り接続された民間事業者が設置する

証明書等を発行する機能を有する機

器で、個人番号カード又は移動端末

設備（電気通信事業法（昭和59年法

律第86号）第12条の２第４項第２号

ロに規定する移動端末設備をい

う。）を利用することにより自動的

に証明書等を交付するものをいう。

備考 この表及び別表第２において

「自動交付機」とは、市の電子計算

機と電気通信回線により接続された

民間事業者が設置する証明書等を発

行する機能を有する機器で、個人番

号カード又は移動端末設備（電気通

信事業法（昭和59年法律第86号）第

12条の２第４項第２号ロに規定する

移動端末設備をいう。）を利用する

ことにより自動的に証明書等を交付

するものをいう。

別表第２（第２条関係）

戸籍・住民基本台帳・船員手帳関係

別表第２（第２条関係）

戸籍・住民基本台帳・船員手帳関係

産、建築

(7)・(8) 略 略

略 略 略

(8)・(9) 略 略

略 略 略

項 手数料を徴収する事務 金額

１ 戸籍法（昭和22年法

律第224号）第10条

第１項、第10条の２

第１項から第５項ま

で若しくは第126条

の規定に基づく戸籍

の謄本若しくは抄本

の交付又は同法第

120条第１項、第120

条の２第１項若しく

は第126条の規定に

基づく戸籍証明書の

交付

１通につき

450円

略 略 略

10 住民基本台帳法第12

条第１項、第12条の

２第１項並びに第12

１件につき

300 円 。 た

だし、自動

項 手数料を徴収する事務 金額

１ 戸籍法（昭和22年法

律第224号）第10条

第１項、第10条の２

第１項から第５項ま

で若しくは第126条

の規定に基づく戸籍

の謄本若しくは抄本

の交付又は同法第

120条第１項、第120

条の２第１項若しく

は第126条の規定に

基づく戸籍証明書の

交付

１通につき

450 円 。 た

だし、自動

交付機によ

る場合にあ

っては、１

通 に つ き

350 円 と す

る。

略 略 略

10 住民基本台帳法第12

条第１項、第12条の

２第１項並びに第12

１件につき

300 円 。 た

だし、自動
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別表第５（第２条関係）

保健関係

別表第５（第２条関係）

保健関係

条の３第１項及び第

２項の規定に基づく

住民票の写しの交

付、同法第15条の４

第１項から第４項ま

での規定に基づく消

除した住民票若しく

は改製前の住民票の

写しの交付又は同法

第12条の４第１項の

規定に基づく住民票

の写し（磁気ディス

クをもって調製され

た住民票に記録され

ている事項を記載し

た書類を含む。）の

交付

交付機（別

表第１備考

に規定する

自動交付機

をいう。）

による場合

に あ っ て

は、１件に

つき 200 円

とする。

11 住民基本台帳法第20

条第１項から第４項

までの規定に基づく

戸籍の附票の写しの

交付又は同法第21条

の３第１項から第４

項までの規定に基づ

く消除した戸籍の附

票若しくは改製前の

戸籍の附票の写しの

交付

１件につき

300円

略 略 略

条の３第１項及び第

２項の規定に基づく

住民票の写しの交

付、同法第15条の４

第１項から第４項ま

での規定に基づく消

除した住民票若しく

は改製前の住民票の

写しの交付又は同法

第12条の４第１項の

規定に基づく住民票

の写し（磁気ディス

クをもって調製され

た住民票に記録され

ている事項を記載し

た書類を含む。）の

交付

交付機によ

る場合にあ

っては、１

件 に つ き

200 円 と す

る。

11 住民基本台帳法第20

条第１項から第４項

までの規定に基づく

戸籍の附票の写しの

交付又は同法第21条

の３第１項から第４

項までの規定に基づ

く消除した戸籍の附

票若しくは改製前の

戸籍の附票の写しの

交付

１件につき

300 円 。 た

だし、自動

交付機によ

る場合にあ

っては、１

件 に つ き

200 円 と す

る。

略 略 略

項 手数料を徴収する事務 金額

略 略 略

項 手数料を徴収する事務 金額

略 略 略
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備考 略 備考 略

別表第８（第２条関係）

民間住宅関係

別表第８（第２条関係）

民間住宅関係

７ 動物の愛護及び管理

に関する法律第22条

第３項の規定に基づ

く動物取扱責任者研

修

１人につき

2,030円

略 略 略

７ 動物の愛護及び管理

に関する法律第22条

第３項の規定に基づ

く動物取扱責任者研

修

１人につき

1,520円

略 略 略

項 手数料を徴収する事務 金額

略 略 略

２ マンションの管理の

適正化の推進に関す

る法律（平成12年法

律第149号）第５条

の３第１項（同法第

５条の６第２項にお

いて準用する場合を

含む。）の規定に基

づく管理計画の認定

の申請に対する審査

(1) 長 期修繕計画

（マンションの管

理の適正化の推進

に関する法律施行

規則（平成13年国

土交通省令第110

号）第１条の２第

１項第２号の長期

修繕計画をいう。

以下この項及び次

項 に お い て 同

じ。）の数が１で

ある管理計画の場

略

項 手数料を徴収する事務 金額

略 略 略

２ マンションの管理の

適正化の推進に関す

る法律（平成12年法

律第149号）第５条

の13第１項（同法第

５条の16第２項にお

いて準用する場合を

含む。）の規定に基

づく管理計画の認定

の申請に対する審査

(1) 長期修繕計画

（マンションの管

理の適正化の推進

に関する法律施行

規則（平成13年国

土交通省令第110

号）第１条の８第

１項第２号の長期

修繕計画をいう。

以下この項及び次

項 に お い て 同

じ。）の数が１で

ある管理計画の場

略
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附 則

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第８ ２の項及び３の項の改正規定 公布の日

(2) 別表第５ ７の項の改正規定 令和８年１月１日

(3) 別表第１ １の項の改正規定 令和８年１月５日

(4) 附則第５項を加える改正規定、別表第１備考の改正規定並びに別表第２ １の項、10

の項及び11の項の改正規定 令和８年４月１日

合

(2) 略

３ マンションの管理の

適正化の推進に関す

る法律第５条の７第

１項の規定に基づく

管理計画の変更の認

定の申請に対する審

査

(1)・(2) 略

略

合

(2) 略

３ マンションの管理の

適正化の推進に関す

る法律第５条の17第

１項の規定に基づく

管理計画の変更の認

定の申請に対する審

査

(1)・(2) 略

略
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第 ４ 回 定 例 会 議案第１７３号

下関市個人番号カードの利用に関する条例を廃止する条例

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市個人番号カードの利用に関する条例を廃止する条例

下関市個人番号カードの利用に関する条例を廃止する条例を別紙のとおり制

定する。

提案理由

地方公共団体情報システムの標準化に伴い、個人番号カードを利用して行

う条例で定める事務を廃止するため。



G173-2

別紙

下関市個人番号カードの利用に関する条例を廃止する条例

下関市個人番号カードの利用に関する条例（平成27年条例第71号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１月５日から施行する。

（下関市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正）

２ 下関市印鑑の登録及び証明に関する条例（平成17年条例第181号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。

改正前 改正後

（印鑑登録証明書の交付）

第14条 略

２ 略

３ 前２項の規定にかかわらず、登録者

は、自動交付機（市の電子計算機と電気

通信回線により接続された民間事業者が

設置する機器で、自動的に証明書等を交

付する機能を有するものをいう。）又は

自動受付機（市の電子計算機と電気通信

回線により接続された機器で、自動的に

証明書等の申請及び請求を受け付けるも

のをいう。）に次の各号のいずれかに掲

げるものを用いて、暗証番号その他必要

な事項を入力することにより、印鑑登録

証明書の交付を申請し、その交付を受け

ることができる。

(1) 個人番号カード（電子署名等に係る

地方公共団体情報システム機構の認証

業務に関する法律（平成14年法律第

153号）第22条第１項に規定する個人

番号カード用利用者証明用電子証明書

（印鑑登録証明書の交付）

第14条 略

２ 略

３ 前２項の規定にかかわらず、登録者

は、自動交付機（市の電子計算機と電気

通信回線により接続された民間事業者が

設置する機器で、自動的に証明書等を交

付する機能を有するものをいう。）又は

自動受付機（市の電子計算機と電気通信

回線により接続された機器で、自動的に

証明書等の申請及び請求を受け付けるも

のをいう。）に次の各号のいずれかに掲

げるものを用いて、暗証番号その他必要

な事項を入力することにより、印鑑登録

証明書の交付を申請し、その交付を受け

ることができる。

(1) 個人番号カード（電子署名等に係る

地方公共団体情報システム機構の認証

業務に関する法律（平成14年法律第

153号）第22条第１項に規定する個人

番号カード用利用者証明用電子証明書
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が記録されたもの又は下関市個人番号

カードの利用に関する条例（平成27年

条例第71号）第３条第２項の規定によ

り、市長が印鑑登録証明書を交付する

サービスを提供するために必要な機能

及び情報を記録したものに限る。）

(2) 略

が記録されたものに限る。）

(2) 略
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１７４号 

下関市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

下関市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

下関市火入れに関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

林野火災に関する注意報又は林野火災の予防を目的とした火災警報が発令

された場合の火入れの中止について定めるため。
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別紙 

下関市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

下関市火入れに関する条例（平成17年条例第259号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

附　則 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。

  改正前 改正後

 （火入れの中止） 

第14条　火入者及び火入責任者は、火入れ

の許可の期間中であっても、強風注意

報、乾燥注意報又は火災警報が発令され

た場合には、火入れを行ってはならな

い。 

 

 

２　火入責任者は、火入れ中に風勢等によ

って他に延焼するおそれがあると認めら

れるとき又は強風注意報、乾燥注意報若

しくは火災警報が発令されたときには、

速やかに消火しなければならない。

（火入れの中止） 

第14条　火入者及び火入責任者は、火入れ

の許可の期間中であっても、強風注意

報、乾燥注意報、林野火災に関する注意

報又は火災警報（林野火災の予防を目的

としたものを含む。次項において同

じ。）が発令された場合には、火入れを

行ってはならない。 

２　火入責任者は、火入れ中に風勢等によ

って他に延焼するおそれがあると認めら

れるとき又は強風注意報、乾燥注意報、

林野火災に関する注意報若しくは火災警

報が発令されたときには、速やかに消火

しなければならない。
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１７５号 

下関市体育施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

下関市体育施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

下関市体育施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市豊浦体育センターを廃止するため。



 

G175-2

別紙 

下関市体育施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

下関市体育施設の設置等に関する条例（平成17年条例第130号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

  改正前 改正後

 別表第１（第２条関係） 

施設の名称及び位置 

別表第１（第２条関係） 

施設の名称及び位置 

 別表第４（第４条関係） 別表第４（第４条関係） 

 別表第５（第８条関係） 

１　専用使用料 

　備考　略 

別表第５（第８条関係） 

１　専用使用料 

　備考　略 

  名称 位置

 略 略

 下関市豊浦体育セ

ンター

下関市豊浦町大字

小串210番地２

 略 略

 

  名称 位置

 略 略

  

 略 略

 

  名称 開館時間等

 略 

下関市豊浦体育セ

ンター 

略

略

 略 略

 

  名称 開館時間等

 略 

 

 

略

略

 略 略

 

  区分 使用料

 略 略

 下関市豊浦体育セ

ンター 

下関市豊北体育セ

ンター

略

 略 略

 

  区分 使用料

 略 略

  

 

下関市豊北体育セ

ンター

略

 略 略
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附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 ２　個人使用料 

　備考　略

２　個人使用料 

　備考　略

 

  区分 使用料 時間区分

 略 略 略 略

 ５ 下 関 市

豊 浦 体

育 セ ン

ター 

下 関 市

豊 北 体

育 セ ン

ター

略

 略 略 略 略

 

  区分 使用料 時間区分

 略 略 略 略

 ５  

 

 

 

下 関 市

豊 北 体

育 セ ン

ター

略

 略 略 略 略
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１７６号 

下関市林業総合センターの設置等に関する条例を廃止する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

下関市林業総合センターの設置等に関する条例を廃止する条例 

下関市林業総合センターの設置等に関する条例を廃止する条例を別紙のとお

り制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市林業総合センターを廃止するため。
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別紙 

下関市林業総合センターの設置等に関する条例を廃止する条例 

下関市林業総合センターの設置等に関する条例（平成17年条例第258号）は、廃止する。 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１７７号 

下関市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運

営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

下関市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運

営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

下関市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

児童福祉法等の一部改正に伴い、所要の条文整備を行うため。
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別紙 

下関市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基

準を定める条例等の一部を改正する条例 

（下関市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第１条　下関市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成26年条例第43号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

  改正前 改正後

 （虐待等の禁止） 

第３条の２　職員は、園児に対し、法第27

条の２第１項各号に掲げる行為その他園

児の心身に有害な影響を与える行為をし

てはならない。　

 （職員の数等） 

第５条　略 

２　略 

３　幼保連携型認定こども園に置く園児の

教育及び保育（満３歳未満の園児につい

ては、その保育。以下同じ。）に直接従

事する職員の数は、次の表の左欄に掲げ

る園児の区分に応じ、それぞれ同表の右

欄に定める員数以上とする。ただし、当

該職員の数は、常時２人を下回ってはな

らない。 

（職員の数等） 

第５条　略 

２　略 

３　幼保連携型認定こども園に置く園児の

教育及び保育（満３歳未満の園児につい

ては、その保育。以下同じ。）に直接従

事する職員の数は、次の表の左欄に掲げ

る園児の区分に応じ、それぞれ同表の右

欄に定める員数以上とする。ただし、当

該職員の数は、常時２人を下回ってはな

らない。 

  略

 備考 

　１　この表に定める員数は、副園長

（幼稚園の教諭の普通免許状（教

育職員免許法（昭和24年法律第

147号）第４条第２項に規定する

普通免許状をいう。以下この項に

  略

 備考 

　１　この表に定める員数は、副園長

（幼稚園の教諭の普通免許状（教

育職員免許法（昭和24年法律第

147号）第４条第２項に規定する

普通免許状をいう。以下この項に
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４・５　略 ４・５　略

 （下関市児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例の準用） 

第13条　基準条例第４条、第５条第１項、

第２項及び第４項、第６条、第８条、第

10条から第12条まで、第14条（第４項た

だし書を除く。）、第18条、第19条、第

33条第８号、第34条（後段を除く。）並

びに第38条の規定は、幼保連携型認定こ

ども園について準用する。この場合にお

いて、次の表の左欄に掲げる同条例の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

（下関市児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例の準用） 

第13条　基準条例第４条、第５条第１項、

第２項及び第４項、第６条、第８条、第

10条、第12条、第14条（第４項ただし書

を除く。）、第18条、第19条、第33条第

８号、第34条（後段を除く。）並びに第

38条の規定は、幼保連携型認定こども園

について準用する。この場合において、

次の表の左欄に掲げる基準条例の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。

 おいて同じ。）を有し、かつ、児

童福祉法（昭和22年法律第164

号）第18条の18第１項の登録（以

下この項において「登録」とい

う。）を受けたものに限る。）、

教頭（幼稚園の教諭の普通免許状

を有し、かつ、登録を受けたもの

に限る。）、主幹保育教諭、指導

保育教諭、保育教諭、助保育教諭

又は講師であって、園児の教育及

び保育に直接従事するものの数を

いう。 

 

 

 

 

 

　 

 

２～４　略

 

 おいて同じ。）を有し、かつ、児

童福祉法（昭和22年法律第164

号）第18条の18第３項に規定する

保育士登録（山口県が同法第18条

の26の規定による内閣総理大臣の

認定を受けた場合にあっては、同

法第18条の18第３項に規定する保

育士登録又は山口県の区域に係る

同法第18条の28第２項に規定する

地域限定保育士登録。以下この項

において「登録」という。）を受

けたものに限る。）、教頭（幼稚

園の教諭の普通免許状を有し、か

つ 、 登 録 を 受 け た も の に 限

る。）、主幹保育教諭、指導保育

教諭、保育教諭、助保育教諭又は

講師であって、園児の教育及び保

育に直接従事するものの数をい

う。 

　２～４　略
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（下関市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部改

正） 

第２条　下関市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（平

成31年条例第50号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

 

２　略 ２　略

 

  読み替え

る基準条

例の規定

読み替えられ

る字句

読み替える

字句

 略 略 略

 第11条 入所中の児童 園児

 当該児童 当該園児

 略 略 略

 

  読み替え

る基準条

例の規定

読み替えられ

る字句

読み替える

字句

 略 略 略

  

 略 略 略

 

  改正前 改正後

 （職員資格） 

第５条　前条第１項の規定により認定こど

も園に置くものとされる職員のうち満３

歳未満の子どもの保育に従事する者は、

保育士（児童福祉法第18条の４に規定す

る保育士をいう。以下同じ。）でなけれ

ばならない。 

 

 

２～６　略

（職員資格） 

第５条　前条第１項の規定により認定こど

も園に置くものとされる職員のうち満３

歳未満の子どもの保育に従事する者は、

保育士（児童福祉法第18条の４に規定す

る保育士をいい、山口県の区域に係る同

法第18条の29に規定する地域限定保育士

を含む。以下この条において同じ。）で

なければならない。 

２～６　略

 （教育及び保育の内容） 

第８条　略 

２　認定こども園の職員は、当該認定こど

も園の子どもに対し、児童福祉法第33条

の10各号に掲げる行為その他当該子ども

の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。

（教育及び保育の内容） 

第８条　略 

２　認定こども園の職員は、当該認定こど

も園の子どもに対し、児童福祉法第33条

の10第１項各号（幼稚園型認定こども園

にあっては、学校教育法第28条第２項に

おいて準用する法第27条の２第１項各

号）に掲げる行為その他当該子どもの心
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（下関市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条　下関市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年条例第68

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

 身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。

 

  改正前 改正後

 （虐待等の禁止） 

第11条　児童福祉施設の職員は、入所中の

児童に対し、法第33条の10各号に掲げる

行為その他当該児童の心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。

（虐待等の禁止） 

第11条　児童福祉施設の職員は、入所中の

児童に対し、法第33条の10第１項各号に

掲げる行為その他当該児童の心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。

 （入所した者及び職員の健康診断） 

第15条　略 

２　児童福祉施設は、前項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる健康診断が行わ

れた場合であって、当該健康診断が当該

各号に定める健康診断の全部又は一部に

相当すると認められるときは、その全部

又は一部を行わないことができる。この

場合において、児童福祉施設は、当該各

号に掲げる健康診断の結果を把握しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

(1)・(2)　略 

 

 

 

 

（入所した者及び職員の健康診断） 

第15条　略 

２　児童福祉施設は、前項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる健康診断又は健

康診査（母子保健法（昭和40年法律第

141号）第12条又は第13条に規定する健

康診査をいう。）（以下この項において

「健康診断等」という。）が行われた場

合であって、当該健康診断等が当該各号

に定める健康診断の全部又は一部に相当

すると認められるときは、その全部又は

一部を行わないことができる。この場合

において、児童福祉施設は、当該各号に

掲げる健康診断等の結果を把握しなけれ

ばならない。 

(1)・(2)　略 

(3) 乳児又は幼児（以下「乳幼児」とい

う。）に対する健康診査　入所した乳

幼児に対する入所時の健康診断、定期

の健康診断又は臨時の健康診断 
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（下関市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条　下関市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年条例

第44号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

 ３・４　略 ３・４　略

 （母子支援員の資格） 

第27条　母子支援員は、次の各号のいずれ

かに該当する者でなければならない。 

(1) 略 

(2) 保育士の資格を有する者 

 

 

 

(3)～(5)　略

（母子支援員の資格） 

第27条　母子支援員は、次の各号のいずれ

かに該当する者でなければならない。 

(1) 略 

(2) 保育士（山口県の区域に係る法第18

条の29に規定する地域限定保育士を含

む。第31条第２項及び第35条において

同じ。）の資格を有する者 

(3)～(5)　略

 

  改正前 改正後

 （虐待等の禁止） 

第13条　家庭的保育事業者等の職員は、利

用乳幼児に対し、法第33条の10各号に掲

げる行為その他当該利用乳幼児の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならな

い。

（虐待等の禁止） 

第13条　家庭的保育事業者等の職員は、利

用乳幼児に対し、法第33条の10第１項各

号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の

心身に有害な影響を与える行為をしては

ならない。

 （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第18条　略 

２　家庭的保育事業者等は、前項の規定に

かかわらず、児童相談所等における乳児

又は幼児（以下「乳幼児」という。）の

利用開始前の健康診断が行われた場合で

あって、当該健康診断が利用乳幼児に対

する利用開始時の健康診断の全部又は一

部に相当すると認められるときは、利用

開始時の健康診断の全部又は一部を行わ

ないことができる。この場合において、

（利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第18条　略 

２　家庭的保育事業者等は、前項の規定に

かかわらず、次の表の左欄に掲げる健康

診断又は健康診査（母子保健法（昭和40

年法律第141号）第12条又は第13条に規

定する健康診査をいう。同表において同

じ。）（以下この項において「健康診断

等」という。）が行われた場合であっ

て、当該健康診断等がそれぞれ同表の右

欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相
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 家庭的保育事業者等は、児童相談所等に

おける乳幼児の利用開始前の健康診断の

結果を把握しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３・４　略

当すると認められるときは、同欄に掲げ

る健康診断の全部又は一部を行わないこ

とができる。この場合において、家庭的

保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に

掲げる健康診断等の結果を把握しなけれ

ばならない。 

３・４　略

 （職員） 

第24条　略 

２　家庭的保育者は、市長が行う研修（市

長が指定する都道府県知事その他の機関

が行う研修を含む。次項、第32条第１項

及び第48条第１項において同じ。）を修

了した保育士又は保育士と同等以上の知

識及び経験を有すると市長が認める者で

あって、次の各号のいずれにも該当する

ものとする。 

 

 

 

(1)・(2)　略 

３　略

（職員） 

第24条　略 

２　家庭的保育者は、市長が行う研修（市

長が指定する都道府県知事その他の機関

が行う研修を含む。次項、第32条第１項

及び第48条第１項において同じ。）を修

了した保育士（山口県の区域に係る法第

18条の29に規定する地域限定保育士（以

下「地域限定保育士」という。）を含

む。）又は保育士と同等以上の知識及び

経験を有すると市長が認める者であっ

て、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。 

(1)・(2)　略 

３　略

 （職員） 

第30条　小規模保育事業所Ａ型には、保育

士、嘱託医及び調理員を置かなければな

（職員） 

第30条　小規模保育事業所Ａ型には、保育

士（地域限定保育士を含む。次項におい

  児童相談所等にお

ける乳児又は幼児

（以下「乳幼児」

という。）の利用

開始前の健康診断

利用乳幼児に対す

る利用開始時の健

康診断

 乳幼児に対する健

康診査 

利用開始時の健康

診断、定期の健康

診断又は臨時の健

康診断
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 らない。ただし、調理業務の全部を委託

する小規模保育事業所Ａ型又は第17条第

１項の規定により搬入施設から食事を搬

入する小規模保育事業所Ａ型にあって

は、調理員を置かないことができる。 

 

 

２・３　略

て同じ。）、嘱託医及び調理員を置かな

ければならない。ただし、調理業務の全

部を委託する小規模保育事業所Ａ型又は

第17条第１項の規定により搬入施設から

食事を搬入する小規模保育事業所Ａ型に

あっては、調理員を置かないことができ

る。 

２・３　略

 （職員） 

第32条　小規模保育事業Ｂ型を行う事業所

（以下「小規模保育事業所Ｂ型」とい

う。）には、保育士その他保育に従事す

る職員として市長が行う研修を修了した

者（以下この条において「保育従事者」

という。）、嘱託医及び調理員を置かな

ければならない。ただし、調理業務の全

部を委託する小規模保育事業所Ｂ型又は

第17条第１項の規定により搬入施設から

食事を搬入する小規模保育事業所Ｂ型に

あっては、調理員を置かないことができ

る。 

 

２・３　略

（職員） 

第32条　小規模保育事業Ｂ型を行う事業所

（以下「小規模保育事業所Ｂ型」とい

う。）には、保育士（地域限定保育士を

含む。次項において同じ。）その他保育

に従事する職員として市長が行う研修を

修了した者（以下この条において「保育

従事者」という。）、嘱託医及び調理員

を置かなければならない。ただし、調理

業務の全部を委託する小規模保育事業所

Ｂ型又は第17条第１項の規定により搬入

施設から食事を搬入する小規模保育事業

所Ｂ型にあっては、調理員を置かないこ

とができる。 

２・３　略

 （職員） 

第45条　保育所型事業所内保育事業所に

は、保育士、嘱託医及び調理員を置かな

ければならない。ただし、調理業務の全

部を委託する保育所型事業所内保育事業

所又は第17条第１項の規定により搬入施

設から食事を搬入する保育所型事業所内

保育事業所にあっては、調理員を置かな

いことができる。 

 

２・３　略

（職員） 

第45条　保育所型事業所内保育事業所に

は、保育士（地域限定保育士を含む。次

項において同じ。）、嘱託医及び調理員

を置かなければならない。ただし、調理

業務の全部を委託する保育所型事業所内

保育事業所又は第17条第１項の規定によ

り搬入施設から食事を搬入する保育所型

事業所内保育事業所にあっては、調理員

を置かないことができる。 

２・３　略
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（下関市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第５条　下関市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成26年条例第45号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

 （職員） 

第48条　事業所内保育事業（利用定員が19

人以下のものに限る。以下この条及び次

条において「小規模型事業所内保育事

業」という。）を行う事業所（以下この

条及び次条において「小規模型事業所内

保育事業所」という。）には、保育士そ

の他保育に従事する職員として市長が行

う研修を修了した者（以下この条におい

て「保育従事者」という。）、嘱託医及

び調理員を置かなければならない。ただ

し、調理業務の全部を委託する小規模型

事業所内保育事業所又は第17条第１項の

規定により搬入施設から食事を搬入する

小規模型事業所内保育事業所にあって

は、調理員を置かないことができる。 

 

 

２・３　略

（職員） 

第48条　事業所内保育事業（利用定員が19

人以下のものに限る。以下この条及び次

条において「小規模型事業所内保育事

業」という。）を行う事業所（以下この

条及び次条において「小規模型事業所内

保育事業所」という。）には、保育士

（地域限定保育士を含む。次項において

同じ。）その他保育に従事する職員とし

て市長が行う研修を修了した者（以下こ

の 条 に お い て 「 保 育 従 事 者 」 と い

う。）、嘱託医及び調理員を置かなけれ

ばならない。ただし、調理業務の全部を

委託する小規模型事業所内保育事業所又

は第17条第１項の規定により搬入施設か

ら食事を搬入する小規模型事業所内保育

事業所にあっては、調理員を置かないこ

とができる。 

２・３　略

 

  改正前 改正後

 （虐待等の禁止） 

第26条　特定教育・保育施設の職員は、教

育・保育給付認定子どもに対し、児童福

祉法第33条の10各号に掲げる行為その他

当該教育・保育給付認定子どもの心身に

有害な影響を与える行為をしてはならな

い。 

 

（虐待等の禁止） 

第26条　特定教育・保育施設の職員は、教

育・保育給付認定子どもに対し、児童福

祉法第33条の10第１項各号（幼保連携型

認定こども園である特定教育・保育施設

の職員にあっては、認定こども園法第27

条の２第１項各号、幼稚園である特定教

育・保育施設の職員にあっては、学校教
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（下関市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第６条　下関市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年条

例第22号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

第７条　下関市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

  育法第28条第２項において準用する認定

こども園法第27条の２第１項各号）に掲

げる行為その他当該教育・保育給付認定

子どもの心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。

 

  改正前 改正後

 （虐待等の防止） 

第14条　乳児等通園支援事業者の職員は、

利用乳幼児に対し、法第33条の10各号に

掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身

に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。

（虐待等の防止） 

第14条　乳児等通園支援事業者の職員は、

利用乳幼児に対し、法第33条の10第１項

各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児

の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。

 （職員） 

第23条　一般型乳児等通園支援事業所に

は、保育士その他乳児等通園支援に従事

する職員として市長が行う研修（市長が

指定する都道府県知事その他の機関が行

う研修を含む。）を修了した者（以下こ

の条において「乳児等通園支援従事者」

という。）を置かなければならない。 

 

 

 

２・３　略

（職員） 

第23条　一般型乳児等通園支援事業所に

は、保育士（山口県の区域に係る法第18

条の29に規定する地域限定保育士を含

む。以下この条において同じ。）その他

乳児等通園支援に従事する職員として市

長が行う研修（市長が指定する都道府県

知事その他の機関が行う研修を含む。）

を修了した者（以下この条において「乳

児等通園支援従事者」という。）を置か

なければならない。 

２・３　略
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 改正前 改正後

 （職員の一般的条件） 

第10条　乳児等通園支援事業者の職員は、

健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理

観を備え、児童福祉事業に熱意のある者

であって、できる限り児童福祉事業の理

論及び実際について訓練を受けたもので

なければならない。

（職員の一般的要件） 

第10条　乳児等通園支援事業所の職員は、

健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理

観を備え、児童福祉事業に熱意のある者

であって、できる限り児童福祉事業の理

論及び実際について訓練を受けたもので

なければならない。

 （職員の知識及び技能の向上等） 

第11条　乳児等通園支援事業者の職員は、

常に自己研鑽に励み、法に定める事業の
さん

目的を達成するために必要な知識及び技

能の修得、維持及び向上に努めなければ

ならない。 

２　略

（職員の知識及び技能の向上等） 

第11条　乳児等通園支援事業所の職員は、

常に自己研鑽に励み、法に定める事業の
さん

目的を達成するために必要な知識及び技

能の修得、維持及び向上に努めなければ

ならない。 

２　略

 （虐待等の防止） 

第14条　乳児等通園支援事業者の職員は、

利用乳幼児に対し、法第33条の10第１項

各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児

の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。

（虐待等の禁止） 

第14条　乳児等通園支援事業所の職員は、

利用乳幼児に対し、法第33条の10第１項

各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児

の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。

 （乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第17条　乳児等通園支援事業者は、次に掲

げる乳児等通園支援事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めておかな

ければならない。 

(1)～(5)　略 

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員 

(7) 乳児等通園支援事業の利用の開始及

び終了に関する事項並びに利用に当た

っての留意事項 

(8)～(11)　略

（乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第17条　乳児等通園支援事業者は、次に掲

げる乳児等通園支援事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めておかな

ければならない。 

(1)～(5)　略 

(6) 利用定員 

(7) 乳児等通園支援事業の利用の開始及

び終了に関する事項その他の利用に当

たっての留意事項 

(8)～(11)　略

 （秘密保持等） 

第19条　乳児等通園支援事業者の職員は、

（秘密保持等） 

第19条　乳児等通園支援事業所の職員は、
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 正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らし

てはならない。 

２　略

正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らし

てはならない。 

２　略

 （乳児等通園支援事業の区分） 

第21条　略 

２　略 

３　余裕活用型乳児等通園支援事業とは、

保育所、認定こども園（就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成 18 年法律第 77

号）第２条第６項に規定する認定こども

園をいい、保育所であるものを除く。以

下同じ。）又は家庭的保育事業等（居宅

訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を

行う事業所において、当該施設又は事業

を利用する児童の数（以下この項におい

て「利用児童数」という。）がその施設

又は事業に係る利用定員の総数に満たな

い場合であって、当該利用定員の総数か

ら当該利用児童数を除いた数以下の数の

乳幼児を対象として行う乳児等通園支援

事業をいう。

（乳児等通園支援事業の区分） 

第21条　略 

２　略 

３　余裕活用型乳児等通園支援事業とは、

保育所、認定こども園（就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成18年法律第77

号）第２条第６項に規定する認定こども

園をいい、保育所であるものを除く。以

下同じ。）又は家庭的保育事業等（居宅

訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を

行う事業所において、当該施設又は事業

を利用する児童の数（以下この項におい

て「利用児童数」という。）がその施設

又は事業に係る利用定員（子ども・子育

て支援法（平成24年法律第65号）第27条

第１項又は同法第29条第１項の確認にお

いて定める利用定員をいう。）の総数に

満たない場合であって、当該利用定員の

総数から当該利用児童数を除いた数以下

の数の乳幼児を対象として行う乳児等通

園支援事業をいう。

 （設備及び職員の基準の特例） 

第23条の２　子ども・子育て支援法第30条

第１項第４号に規定する特例保育を行う

事業者が、当該特例保育を行う事業所に

おいて一般型乳児等通園支援事業を行う

場合には、前２条の規定は適用しない。

 （準用） 

第27条　第24条及び第25条の規定は、余裕

（準用） 

第27条　第24条及び第25条の規定は、余裕
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（下関市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第８条　下関市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26

年条例第64号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

 活用型乳児等通園支援事業について準用

する。この場合において、第24条中「一

般型乳児等通園支援事業」とあるのは

「余裕活用型乳児等通園支援事業」と

し、第25条中「一般型乳児等通園支援事

業を行う者」とあるのは「余裕活用型乳

児等通園支援事業を行う者」とする。

活用型乳児等通園支援事業について準用

する。

 （電磁的記録） 

第28条　乳児等通園支援事業者及びその職

員は、記録、作成その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書

面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されているもの又は想定されるも

のについては、書面に代えて、当該書面

に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。）により行うこと

ができる。

（電磁的記録） 

第28条　乳児等通園支援事業者及びその乳

児等通園支援事業所の職員は、記録、作

成その他これらに類するもののうち、こ

の条例の規定において書面（書面、書

類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された

紙その他の有体物をいう。以下この条に

おいて同じ。）で行うことが規定されて

いるもの又は想定されるものについて

は、書面に代えて、当該書面に係る電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。）により行うことができる。

 

  改正前 改正後

 （職員） 

第10条　略 

２　略　 

（職員） 

第10条　略 

２　略　 
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（下関市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

改正） 

第９条　下関市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（令和元年条例第50号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

 ３　放課後児童支援員は、次の各号のいず

れかに該当する者であって、都道府県知

事又は地方自治法（昭和22年法律第67

号）第252条の19第１項の指定都市若し

くは同法第252条の22第１項の中核市の

長が行う研修を修了したものでなければ

ならない。 

(1) 保育士の資格を有する者 

 

 

(2)～(10)　略 

４・５　略

３　放課後児童支援員は、次の各号のいず

れかに該当する者であって、都道府県知

事又は地方自治法（昭和22年法律第67

号）第252条の19第１項の指定都市若し

くは同法第252条の22第１項の中核市の

長が行う研修を修了したものでなければ

ならない。 

(1) 保育士（山口県の区域に係る法第18

条の29に規定する地域限定保育士を含

む。）の資格を有する者 

(2)～(10)　略 

４・５　略

 （虐待等の禁止） 

第12条　放課後児童健全育成事業者の職員

は、利用者に対し、法第33条の10各号に

掲げる行為その他当該利用者の心身に有

害な影響を与える行為をしてはならな

い。

（虐待等の禁止） 

第12条　放課後児童健全育成事業者の職員

は、利用者に対し、法第33条の10第１項

各号に掲げる行為その他当該利用者の心

身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。

 

  改正前 改正後

 （従業者の員数） 

第６条　指定児童発達支援の事業を行う者

（以下「指定児童発達支援事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定児童発達支援事業所」という。）

（児童発達支援センターであるものを除

く。以下この条において同じ。）に置く

べき従業者及びその員数は、次のとおり

（従業者の員数） 

第６条　指定児童発達支援の事業を行う者

（以下「指定児童発達支援事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定児童発達支援事業所」という。）

（児童発達支援センターであるものを除

く。以下この条において同じ。）に置く

べき従業者及びその員数は、次のとおり
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 とする。 

(1) 児童指導員（児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準（昭和23年厚生省

令第63号）第21条第６項に規定する児

童指導員をいう。以下同じ。）又は保

育士　指定児童発達支援の単位ごとに

その提供を行う時間帯を通じて専ら当

該指定児童発達支援の提供に当たる児

童指導員又は保育士の合計数が、ア又

はイに掲げる障害児の数の区分に応

じ、それぞれア又はイに定める数 

 

 

 

 

　ア・イ　略 

(2) 略 

２～９　略

とする。 

(1) 児童指導員（児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準（昭和23年厚生省

令第63号）第21条第６項に規定する児

童指導員をいう。以下同じ。）又は保

育士（山口県の区域に係る法第18条の

29に規定する地域限定保育士（以下

「地域限定保育士」という。）を含

む。以下この条において同じ。）　指

定児童発達支援の単位ごとにその提供

を行う時間帯を通じて専ら当該指定児

童発達支援の提供に当たる児童指導員

又は保育士の合計数が、ア又はイに掲

げる障害児の数の区分に応じ、それぞ

れア又はイに定める数 

ア・イ　略 

(2) 略 

２～９　略

 第７条　指定児童発達支援事業者が指定児

童発達支援事業所（児童発達支援センタ

ーであるものに限る。以下この条におい

て同じ。）に置くべき従業者及びその員

数は、次のとおりとする。ただし、40

人以下の障害児を通わせる指定児童発達

支援事業所にあっては第３号の栄養士又

は管理栄養士を、調理業務の全部を委託

する指定児童発達支援事業所にあっては

第４号の調理員を置かないことができ

る。 

(1) 略 

(2) 児童指導員及び保育士  

 

 

　ア～ウ　略 

第７条　指定児童発達支援事業者が指定児

童発達支援事業所（児童発達支援センタ

ーであるものに限る。以下この条におい

て同じ。）に置くべき従業者及びその員

数は、次のとおりとする。ただし、40

人以下の障害児を通わせる指定児童発達

支援事業所にあっては第３号の栄養士又

は管理栄養士を、調理業務の全部を委託

する指定児童発達支援事業所にあっては

第４号の調理員を置かないことができ

る。 

(1) 略 

(2) 児童指導員及び保育士（地域限定保

育士を含む。以下この条において同

じ。）  

　ア～ウ　略 
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 (3)～(5)　略 

２～９　略

(3)～(5)　略 

２～９　略

 （健康管理） 

第34条　略 

２　前項の指定児童発達支援事業者は、同

項の規定にかかわらず、次の表の左欄に

掲げる健康診断が行われた場合であっ

て、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄

に掲げる健康診断の全部又は一部に相当

すると認められるときは、同欄に掲げる

健康診断の全部又は一部を行わないこと

ができる。この場合において、指定児童

発達支援事業者は、それぞれ同表の左欄

に掲げる健康診断の結果を把握しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３　略

（健康管理） 

第34条　略 

２　前項の指定児童発達支援事業者は、同

項の規定にかかわらず、次の表の左欄に

掲げる健康診断又は健康診査（母子保健

法（昭和40年法律第141号）第12条又は

第13条に規定する健康診査をいう。同表

において同じ。）（以下この項において

「健康診断等」という。）が行われた場

合であって、当該健康診断等がそれぞれ

同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は

一部に相当すると認められるときは、同

欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行

わないことができる。この場合におい

て、指定児童発達支援事業者は、それぞ

れ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果

を把握しなければならない。 

３　略

 （従業者の員数） 

第60条　児童発達支援に係る基準該当通所

支援（以下「基準該当児童発達支援」と

いう。）の事業を行う者（以下「基準該

当児童発達支援事業者」という。）が当

（従業者の員数） 

第60条　児童発達支援に係る基準該当通所

支援（以下「基準該当児童発達支援」と

いう。）の事業を行う者（以下「基準該

当児童発達支援事業者」という。）が当

  略 略

 障害児が通学する

学校における健康

診断

略

 

  略 略

 障害児が通学する

学校における健康

診断

略

 乳児又は幼児に対

する健康診査

通所する障害児に

対する通所開始時

の健康診断、定期

の健康診断又は臨

時の健康診断
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 該事業を行う事業所（以下「基準該当児

童発達支援事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は、次のとおりと

する。 

(1) 児童指導員又は保育士　基準該当児

童発達支援の単位ごとにその提供を行

う時間帯を通じて専ら当該基準該当児

童発達支援の提供に当たる児童指導員

又は保育士の合計数が、ア又はイに掲

げる障害児の数の区分に応じ、それぞ

れア又はイに定める数 

 

 

　ア・イ　略 

(2) 略 

２・３　略

該事業を行う事業所（以下「基準該当児

童発達支援事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は、次のとおりと

する。 

(1) 児童指導員又は保育士（地域限定保

育士を含む。以下この号において同

じ。）　基準該当児童発達支援の単位

ごとにその提供を行う時間帯を通じて

専ら当該基準該当児童発達支援の提供

に当たる児童指導員又は保育士の合計

数が、ア又はイに掲げる障害児の数の

区分に応じ、それぞれア又はイに定め

る数 

　ア・イ　略 

(2) 略 

２・３　略

 （従業者の員数） 

第79条　指定放課後等デイサービスの事業

を行う者（以下「指定放課後等デイサー

ビス事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定放課後等デイサー

ビス事業所」という。）に置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。 

(1) 児童指導員又は保育士　指定放課後

等デイサービスの単位ごとにその提供

を行う時間帯を通じて専ら当該指定放

課後等デイサービスの提供に当たる児

童指導員又は保育士の合計数が、ア又

はイに掲げる障害児の数の区分に応

じ、それぞれア又はイに定める数 

 

 

　ア・イ　略 

(2) 略 

（従業者の員数） 

第79条　指定放課後等デイサービスの事業

を行う者（以下「指定放課後等デイサー

ビス事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定放課後等デイサー

ビス事業所」という。）に置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。 

(1) 児童指導員又は保育士（地域限定保

育士を含む。以下この条において同

じ。）　指定放課後等デイサービスの

単位ごとにその提供を行う時間帯を通

じて専ら当該指定放課後等デイサービ

スの提供に当たる児童指導員又は保育

士の合計数が、ア又はイに掲げる障害

児の数の区分に応じ、それぞれア又は

イに定める数 

　ア・イ　略 

(2) 略 
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 ２～８　略 ２～８　略

 （従業者の員数） 

第86条　放課後等デイサービスに係る基準

該当通所支援（以下「基準該当放課後等

デイサービス」という。）の事業を行う

者（以下「基準該当放課後等デイサービ

ス事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「基準該当放課後等デイサ

ービス事業所」という。）に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとす

る。 

(1) 児童指導員又は保育士　基準該当放

課後等デイサービスの単位ごとにその

提供を行う時間帯を通じて専ら当該基

準該当放課後等デイサービスの提供に

当たる児童指導員又は保育士の合計数

が、ア又はイに掲げる障害児の数の区

分に応じ、それぞれア又はイに定める

数 

 

　ア・イ　略 

(2) 略 

２　略

（従業者の員数） 

第86条　放課後等デイサービスに係る基準

該当通所支援（以下「基準該当放課後等

デイサービス」という。）の事業を行う

者（以下「基準該当放課後等デイサービ

ス事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「基準該当放課後等デイサ

ービス事業所」という。）に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとす

る。 

(1) 児童指導員又は保育士（地域限定保

育士を含む。以下この号において同

じ。）　基準該当放課後等デイサービ

スの単位ごとにその提供を行う時間帯

を通じて専ら当該基準該当放課後等デ

イサービスの提供に当たる児童指導員

又は保育士の合計数が、ア又はイに掲

げる障害児の数の区分に応じ、それぞ

れア又はイに定める数 

　ア・イ　略 

(2) 略 

２　略

 （従業者の員数） 

第91条　略 

２　前項第１号に掲げる訪問支援員は、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員若しくは保育士の資格を取得後又

は児童指導員若しくは心理担当職員（学

校教育法の規定による大学（短期大学を

除く。）若しくは大学院において、心理

学を専修する学科、研究科若しくはこれ

に相当する課程を修めて卒業した者であ

って、個人及び集団心理療法の技術を有

（従業者の員数） 

第91条　略 

２　前項第１号に掲げる訪問支援員は、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員若しくは保育士（地域限定保育士

を含む。）の資格を取得後又は児童指導

員若しくは心理担当職員（学校教育法の

規定による大学（短期大学を除く。）若

しくは大学院において、心理学を専修す

る学科、研究科若しくはこれに相当する

課程を修めて卒業した者であって、個人
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附　則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第７条の規定は、令和８年４月１日から施

行する。

 するもの又はこれと同等以上の能力を有

すると認められる者をいう。）として配

置された日以後、障害児について、入

浴、排せつ、食事その他の介護を行い、

及び当該障害児の介護を行う者に対して

介護に関する指導を行う業務又は日常生

活における基本的な動作及び知識技能の

習得、生活能力の向上のために必要な支

援その他の支援（以下この項において単

に「支援」という。）を行い、並びに当

該障害児の支援を行う者に対して支援に

関する指導を行う業務その他職業訓練若

しくは職業教育に係る業務に３年以上従

事した者でなければならない。 

 

３　略

及び集団心理療法の技術を有するもの又

はこれと同等以上の能力を有すると認め

られる者をいう。）として配置された日

以後、障害児について、入浴、排せつ、

食事その他の介護を行い、及び当該障害

児の介護を行う者に対して介護に関する

指導を行う業務又は日常生活における基

本的な動作及び知識技能の習得、生活能

力の向上のために必要な支援その他の支

援（以下この項において単に「支援」と

いう。）を行い、並びに当該障害児の支

援を行う者に対して支援に関する指導を

行う業務その他職業訓練若しくは職業教

育に係る業務に３年以上従事した者でな

ければならない。 

３　略
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第 ４ 回 定 例 会 議案第１７８号

下関市放課後児童クラブの運営に関する条例の一部を改正する条

例

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市放課後児童クラブの運営に関する条例の一部を改正する条

例

下関市放課後児童クラブの運営に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定する。

提案理由

放課後児童クラブの入会要件を見直すため。
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別紙

下関市放課後児童クラブの運営に関する条例の一部を改正する条例

下関市放課後児童クラブの運営に関する条例（平成27年条例第29号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施

行する。

改正前 改正後

（対象児童）

第２条 本市が運営する放課後児童クラブ

（以下「児童クラブ」という。）に入会

することができる児童は、下関市立学校

の設置等に関する条例（平成17年条例第

100号）により本市が設置する小学校

（以下「下関市立小学校」という。）に

就学している児童及び本市に住所を有

し、かつ、下関市立小学校以外の小学校

に就学している児童であって、その保護

者（児童福祉法第６条に規定する保護者

をいう。以下同じ。）が次の各号に掲げ

る事由のいずれかに該当することによ

り、昼間家庭において、保護者による監

護に欠けると認められるものとする。た

だし、市長が特に必要と認めるときは、

この限りでない。

(1)～(4) 略

(5) 長期にわたり疾病の状態にあり、又

は精神若しくは身体に障害を有する同

居の親族を常時介護していること。

(6)・(7) 略

（対象児童）

第２条 本市が運営する放課後児童クラブ

（以下「児童クラブ」という。）に入会

することができる児童は、下関市立学校

の設置等に関する条例（平成17年条例第

100号）により本市が設置する小学校

（以下「下関市立小学校」という。）に

就学している児童及び本市に住所を有

し、かつ、下関市立小学校以外の小学校

に就学している児童であって、その保護

者（児童福祉法第６条に規定する保護者

をいう。以下同じ。）が次の各号に掲げ

る事由のいずれかに該当することによ

り、昼間家庭において、保護者による監

護に欠けると認められるものとする。た

だし、市長が特に必要と認めるときは、

この限りでない。

(1)～(4) 略

(5) 長期にわたり疾病の状態にあり、又

は精神若しくは身体に障害を有する親

族を常時介護していること。

(6)・(7) 略
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（準備行為）

２ この条例による改正後の下関市放課後児童クラブの運営に関する条例の規定による放課

後児童クラブの入会の決定及びこれを行うため必要な手続は、この条例の施行の日前にお

いても行うことができる。
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１７９号 

下関市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

下関市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

下関市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を別紙のと

おり制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、特定乳児等通園支援事業の運営

に関する基準を定めるため。
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別紙 

下関市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章　総則（第１条―第３条） 

第２章　特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節　利用定員に関する基準（第４条） 

第２節　運営に関する基準（第５条―第33条） 

第３章　雑則（第34条） 

附則 

第１章　総則 

（趣旨） 

第１条　この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）

第54条の３において準用する法第46条第２項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の

運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この条例において使用する用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に

関する基準（令和７年内閣府令第95号）において使用する用語の例による。 

（一般原則） 

第３条　特定乳児等通園支援事業者（法第54条の３に規定する特定乳児等通園支援事業者を

いう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、こどもの保護者の経済的負担の軽減

について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、

全てのこどもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなけ

ればならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小

学校就学前子ども（法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同

じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って

特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道

府県、市町村、特定教育・保育施設等（法第27条第１項に規定する特定教育・保育施設及

び法第29条第１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。）、他の特定乳児

等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小

学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の
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整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所

（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職員に対し、研修の実施その他の措置

を講ずるよう努めなければならない。 

第２章　特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節　利用定員に関する基準 

第４条　特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第54条の２第１項の確

認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものとする。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第30条の16に規定する乳

児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が当該特定乳児等通園支援事業者が提供す

る特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び

時間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定員を定めるものとする。 

第２節　運営に関する基準 

（面談） 

第５条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支

援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等

通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心

身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者との

面談（映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。）

を行わなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第20条に

規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第13条の規定により当該特定乳児等通園支

援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する

重要事項を記載した文書を交付しなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明し、当該

申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならない。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第６条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第30条の15第３項に

規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利用の申込みを受けたとき

は、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第７条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について法

第54条の３において準用する法第54条第１項の規定により市が行うあっせん及び要請に対

し、できる限り協力しなければならない。 

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第８条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支
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援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等

通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第30条の15第３項に規定す

る乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則（平成26

年内閣府令第44号）第28条の24各号に掲げる事項を確認するものとする。 

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第９条　特定乳児等通園支援事業者は、法第30条の15第１項の認定（以下この条において

「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合

は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要

な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第10条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等支

援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養育環

境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の教

育・保育等（法第56条第１項に規定する教育・保育等をいう。）の利用の状況の把握に努

めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第11条　特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供される

法第27条第１項に規定する特定教育・保育及び法第29条第１項に規定する特定地域型保育

との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教

育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。 

（特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第12条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日

時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

（支払） 

第13条　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第30条の20第５項（法第30条の21

第３項において準用する場合を含む。）の規定により市が支払う特定乳児等通園支援に要

した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が

受領することをいう。次条において同じ。）を受けないときは、乳児等支援給付認定保護

者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第30条の20第

３項に規定する額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の提

供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると認め

られる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と

特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を乳

児等支援給付認定保護者から受けることができる。 
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３　特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援に

おいて提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳児等支援給付

認定保護者から受けることができる。 

(1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用 

(2) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

(3) 食事の提供に要する費用 

(4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費

用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であっ

て、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

４　特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の額

を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しなければな

らない。 

５　特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、あらかじ

め、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を求める理由に

ついて書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行

い、文書による同意を得なければならない。ただし、第３項の規定による金銭の支払に係

る同意については、文書によることを要しない。 

（乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第14条　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る乳児

等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等支援

給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費用

の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費用の

額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等支援給

付認定保護者に対して交付しなければならない。 

（特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第15条　特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23

年厚生省令第63号）第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大

臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６

条の３第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。）の特性に留意して、支給対象小学

校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適

切に行わなければならない。 

（特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第16条　特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価を
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行い、常にその改善を図らなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表

し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第17条　特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心

身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、当該乳児

等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言そ

の他の援助を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第18条　特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行っている

ときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やか

に当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を

講じなければならない。 

（乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知） 

第19条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給付認

定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等支援給

付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通

知しなければならない。 

（運営規程） 

第20条　特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する

規程（第23条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

(1) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

(2) その提供する特定乳児等通園支援の内容 

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(4) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

(5) 第13条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を

求める理由及びその額 

(6) 第４条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

(7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たって

の留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 
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第21条　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特定乳児

等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の勤務の

体制を定めておかなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児等通園

支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。ただし、特定

乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。 

（利用定員の遵守） 

第22条　特定乳児等通園支援事業者は、第４条第１項の規定により定める１時間当たりの利

用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

（掲示等） 

第23条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運営

規程の概要、職員の勤務の体制、第13条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払

を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資

すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送

信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を

行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しな

ければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第24条　特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、

社会的身分又は第13条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならな

い。 

（虐待等の禁止） 

第25条　特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福祉

法第33条の10第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

（秘密保持等） 

第26条　特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当な

理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業

者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定子
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どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子ど

もに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第27条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しようとす

る乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏まえて適

切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、その提供する特定乳児等

通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場合

において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第28条　特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第59条第１号に規定する事業を

いう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項において「利用者支援事業

者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業者（地域型保育を行う事業者をい

う。次項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事業者（乳児等通園支援を行う事業者

をいう。次項において同じ。）又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はそ

の家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他

の財産上の利益を供与してはならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事業

者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又はそ

の家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第29条　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支

援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援給付認定子ども

の家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」という。）からの苦情に迅

速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を

講じなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容その

他の事項を記録しなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援給

付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努めなければならな

い。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第30条の13

において準用する法第14条第１項の規定により市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物

件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは特定乳児等通園支援事業所

の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等か



G179-9

らの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５　特定乳児等通園支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市

に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第30条　特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第31条　特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定め

る措置を講じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防

止のための指針を整備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報

告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援

の提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該乳児等支援給付認定子どもの家

族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３　特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について

記録しなければならない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援

の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならな

い。 

（会計の区分） 

第32条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事業の会

計と区分しなければならない。 

（記録の整備等） 

第33条　特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計に

関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援

の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

(1) 第15条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

(2) 第12条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

(3) 第19条の規定による市への通知に係る記録 
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(4) 第29条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 第31条第３項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

第３章　雑則 

（電磁的記録等） 

第34条　特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うことが規定されているものについ

ては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）により行うこと

ができる。 

２　特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出について

は、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出

に代えて、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該

書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理組

織（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の

使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条

において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲

げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。

この場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出し

たものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア　特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者の

使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ　特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れた記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、乳児

等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定

保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨

の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに

記載事項を記録したものを交付する方法 

３　前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力するこ
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とにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４　特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとするとき

は、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用いる

次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なけれ

ばならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

５　前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付認定保

護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった

ときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供を電磁

的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規

定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６　第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得について

準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等

に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「書面等に

よる同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提供す

る」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等によ

る同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受け

る」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付す

る」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する

前項各号」と、第４項中「第２項の」とあるのは「第６項において準用する第２項の」

と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」

とあるのは「同意を得ようとする」と、「第２項各号」とあるのは「第６項において準用

する第２項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「提

供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に規定する記載事項の提供」

とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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第 ４ 回 定 例 会 議案第１８０号

下関市立幼保連携型認定こども園設置条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市立幼保連携型認定こども園設置条例の一部を改正する条例

下関市立幼保連携型認定こども園設置条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定する。

提案理由

下関市立豊北こども園を廃止するため。
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別紙

下関市立幼保連携型認定こども園設置条例の一部を改正する条例

下関市立幼保連携型認定こども園設置条例（平成26年条例第61号）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

改正前 改正後

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

名称 位置

略 略

下関市立豊北

こども園

下関市豊北町大字滝部

字上ノ原2992番地１

名称 位置

略 略
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１８１号 

下関市豊浦地域ケアセンターの設置等に関する条例を廃止する条

例 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

下関市豊浦地域ケアセンターの設置等に関する条例を廃止する条

例 

下関市豊浦地域ケアセンターの設置等に関する条例を廃止する条例を別紙の

とおり制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市豊浦地域ケアセンターを廃止するため。
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別紙 

下関市豊浦地域ケアセンターの設置等に関する条例を廃止する条例 

下関市豊浦地域ケアセンターの設置等に関する条例（平成17年条例第185号）は、廃止す

る。 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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第 ４ 回 定 例 会 議案第１８２号

下関市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例

下関市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定する。

提案理由

下関市立岡枝学校給食共同調理場を設置するため。
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別紙

下関市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例

下関市学校給食共同調理場設置条例（平成17年条例第106号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

改正前 改正後

（名称及び位置）

第２条 共同調理場の名称及び位置は、次

のとおりとする。

（名称及び位置）

第２条 共同調理場の名称及び位置は、次

のとおりとする。

名称 位置

略 略

下関市立木屋川

学校給食共同調

理場

略

略 略

名称 位置

略 略

下関市立木屋川

学校給食共同調

理場

略

下関市立岡枝学

校給食共同調理

場

下関市菊川町大字吉

賀字金蔵寺2494番地

略 略
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１８３号 

下関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改

正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

下関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改

正する条例 

下関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

駐車場法施行令の一部改正に伴い、所要の条文整備を行うため。
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別紙 

下関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例 

下関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（平成17年条例第448号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

  改正前 改正後

 別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

  略 略 略

 (イ) 特定用途に供する部

分（駐車施設の用途

に供する部分を除

き、観覧場にあって

は、屋外観覧席の部

分を含む。）の床面

積と非特定用途に供

する部分（駐車施設

の用途に供する部分

を除く。）の床面積

に２分の１を乗じて

得た面積との合計 

 

特定用途

に供する

部分（駐

車施設の

用途に供

する部分

を除き、

観覧場に

あ っ て

は、屋外

観覧席の

部分を含

む。）の

床面積 

 

 

 略 略 略

 (エ) 特定用途

に供する

部分 

 

 

非特定用

途に供す

る部分

特定用途

に供する

部分

   

  略 略 略

 (イ) 特定用途（共同住宅

を除く。）に供する

部分（駐車施設の用

途に供する部分を除

き、観覧場にあって

は、屋外観覧席の部

分を含む。）の床面

積と共同住宅及び非

特定用途に供する部

分（駐車施設の用途

に供する部分を除

く。）の床面積に２

分の１を乗じて得た

面積との合計

特定用途

（共同住

宅 を 除

く。）に

供する部

分（駐車

施設の用

途に供す

る部分を

除き、観

覧場にあ

っては、

屋外観覧

席の部分

を 含

む。）の

床面積

 略 略 略

 (エ) 特定用途

（共同住

宅 を 除

く。）に

供する部

分

共同住宅

及び非特

定用途に

供する部

分

特定用途

（共同住

宅 を 除

く。）に

供する部

分
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附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

 

 

 略 略 略

 

 略 略 略
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１８４号 

下関市都市公園条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

下関市都市公園条例の一部を改正する条例 

下関市都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

　有料公園施設に施設を加え、及び当該施設の使用料等を定め、並びに所要

の条文整備を行うため。
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別紙 

下関市都市公園条例の一部を改正する条例 

　（下関市都市公園条例の一部改正） 

第１条　下関市都市公園条例（平成17年条例第289号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

  改正前 改正後

 別表第１（第７条関係） 

１　略 

２　有料公園施設 

別表第１（第７条関係） 

１　略 

２　有料公園施設 

 別表第２（第７条関係） 

有料公園及び有料公園施設の供用日又は

供用時間 

別表第２（第７条関係） 

有料公園及び有料公園施設の供用日又は

供用時間 

  所在する公園 有料公園施設の名称

 名称 位置

 略 略 略

 リフレ

ッシュ

パーク

豊浦

略 リフレッシュパーク

豊浦イベント広場 

 

 

  所在する公園 有料公園施設の名称

 名称 位置

 略 略 略

 リフレ

ッシュ

パーク

豊浦

略 リフレッシュパーク

豊浦イベント広場 

リフレッシュパーク

豊浦野外ステージ

 

  区分 名称 供用日 供用時間

 略 略 略 略

 有料

公園

施設

略 略 略

 金比羅公

園グラウ

ンド（照

明設備）

略 略

 

  区分 名称 供用日 供用時間

 略 略 略 略

 有料

公園

施設

略 略 略

 金比羅公

園グラウ

ンド（照

明設備）

略 略

 リフレッ

シュパー

ク豊浦イ

ベント広

場 

有料公園

の項のリ

フレッシ

ュパーク

豊浦の供

有料公園

の項のリ

フレッシ

ュパーク

豊浦の供
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 別表第３（第14条関係） 

１～３　略 

４　有料公園、有料公園施設又は器具を使

用する場合 

別表第３（第14条関係） 

１～３　略 

４　有料公園、有料公園施設又は器具を使

用する場合 

 リフレッ

シュパー

ク豊浦野

外ステー

ジ

用日と同

じ。

用時間と

同じ。

 

  区

分

名称 使用区分及び金額

 略 略 略

 有

料

公

園

施

設

略 略

 リフ

レッ

シュ

パー

ク豊

浦イ

ベン

ト広

場

略

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  区

分

名称 使用区分及び金額

 略 略 略

 有

料

公

園

施

設

略 略

 リフ

レッ

シュ

パー

ク豊

浦イ

ベン

ト広

場

略

 リフ

レッ

シュ

パー

ク豊

浦野 

外ス

テー

ジ

ステ

ージ

１時間まで

ごとに

1,000円

 照明

設備

１時間まで

ごとに

1,000円

 コン

セン

ト

ステージに

持ち込む電

気器具１個

当たり１日

につき定格

消費電力１

kWまでごと

210円
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第２条　下関市都市公園条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

 

備考 

１～８　略 

９　ゆめ広場において、第８条第１項の

使用について、入場料等を徴収し、又

は商品等を展示し、若しくは販売する

場合その他の営利を目的とする場合

（４の表に規定する行商その他これら

に類する行為で使用する場合を除

く。）の使用料の額は、同表に規定す

る使用料の額に２を乗じて得た額とす

る。 

 

10～14　略

備考 

１～８　略 

９　ゆめ広場及びリフレッシュパーク豊

浦野外ステージにおいて、第８条第１

項の使用について、入場料等を徴収

し、又は商品等を展示し、若しくは販

売する場合その他の営利を目的とする

場合（４の表に規定する行商その他こ

れらに類する行為で使用する場合を除

く。）の使用料の額は、同表に規定す

る使用料の額に２を乗じて得た額とす

る。 

10～14　略

 

 

 略 略 略

 

 に

 略 略 略

 

  改正前 改正後

 別表第１（第７条関係） 

１　略 

２　有料公園施設 

別表第１（第７条関係） 

１　略 

２　有料公園施設 

  所在する公園 有料公園施設の名称

 名称 位置

 略 略 略

 火の山

公園

略 下関市火の山ユース

ホステル 

下関市営国民宿舎海

峡ビューしものせき 

下関市満珠荘 

 

 略 略 略

 

  所在する公園 有料公園施設の名称

 名称 位置

 略 略 略

 火の山

公園

略 下関市火の山ユース

ホステル 

下関市営国民宿舎海

峡ビューしものせき 

下関市満珠荘 

火の山山麓キャンプ

場

 略 略 略
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 別表第２（第７条関係） 

有料公園及び有料公園施設の供用日又は

供用時間 

別表第２（第７条関係） 

有料公園及び有料公園施設の供用日又は

供用時間 

 別表第３（第14条関係） 

１～３　略 

４　有料公園、有料公園施設又は器具を使

用する場合 

別表第３（第14条関係） 

１～３　略 

４　有料公園、有料公園施設又は器具を使

用する場合 

  区分 名称 供用日 供用時間

 略 略 略 略

 有料

公園

施設

 

 

 老の山野

外ステー

ジ

略 略

 略 略 略

 

  区分 名称 供用日 供用時間

 略 略 略 略

 有料

公園

施設

火の山山

麓キャン

プ場

１月１日

から12月

31日まで

午前０時

から午後

12時まで

 老の山野

外ステー

ジ

略 略

 略 略 略

 

  区

分

名称 使用区分及び金額

 略 略 略

 有

料

公

園

施

設

下関

運動

公園

駐車

場

略

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  区

分

名称 使用区分及び金額

 略 略 略

 有

料

公

園

施

設

下関

運動

公園

駐車

場

略

 火の

山山

麓キ

ャン

プ場

オー

トサ

イト

宿泊 １サ

イト

１泊

につ

き

5,500円

 日帰

り

１サ

イト

１日

につ

3,300円
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備考 

１～６　略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１～６　略 

７　火の山山麓キャンプ場（以下「キャ

ンプ場」という。）の利用時間は、宿

泊の場合は午後１時から翌日（連泊の

場合は使用終了日）の午前10時までと

し、日帰りの場合は午前10時からその

日の午後４時までとする。 

８　キャンプ場において、次に掲げる日

の前日に宿泊する場合又は次に掲げる

日に日帰りで利用する場合の使用料の

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 略 略

 略 略 略

 

 き

 ファ

ミリ

ーサ

イト

宿泊 １サ

イト

１泊

につ

き

4,400円

 日帰

り

１サ

イト

１日

につ

き

2,200円

 ソロ

・デ

ュオ

サイ

ト

宿泊 １サ

イト

１泊

につ

き

3,300円

 日帰

り

１サ

イト

１日

につ

き

1,100円

 略 略

 略 略 略
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７～９　略 

10　乃木浜総合公園天然芝グラウンド、

乃木浜総合公園ストリートスポーツ広

場、乃木浜総合公園人工芝グラウンド

及び乃木浜総合公園野球場において、

第８条第１項の使用（乃木浜総合公園

ストリートスポーツ広場にあっては、

広場を専用して使用する場合に限る。

次項及び備考第12項において同じ。）

について、入場料等を徴収しないで、

レクリエーション及びアマチュアスポ

ーツ以外に使用するときの使用料の額

は、４の表に規定する一般の使用料の

額（乃木浜総合公園ストリートスポー

ツ広場にあっては、同表に規定する使

用料の額）に10を乗じて得た額とす

る。 

11　略 

12　乃木浜総合公園天然芝グラウンド、

乃木浜総合公園ストリートスポーツ広

場、乃木浜総合公園人工芝グラウンド

及び乃木浜総合公園野球場において、

第８条第１項の使用について、入場料

等を徴収し、レクリエーション及びア

マチュアスポーツ以外に使用するとき

の使用料の額は、備考第10項の規定に

よる使用料に当該入場料等の最高額に

額は、４の表の使用料の額に3,300円

以下で規則で定める額を加算した額と

する。 

(1) ３月24日から５月31日までの日及

び７月20日から10月31日までの日

（次号に掲げる日を除く。） 

(2) 土曜日、日曜日及び休日 

９～11　略 

12　乃木浜総合公園天然芝グラウンド、

乃木浜総合公園ストリートスポーツ広

場、乃木浜総合公園人工芝グラウンド

及び乃木浜総合公園野球場において、

第８条第１項の使用（乃木浜総合公園

ストリートスポーツ広場にあっては、

広場を専用して使用する場合に限る。

次項及び備考第14項において同じ。）

について、入場料等を徴収しないで、

レクリエーション及びアマチュアスポ

ーツ以外に使用するときの使用料の額

は、４の表に規定する一般の使用料の

額（乃木浜総合公園ストリートスポー

ツ広場にあっては、同表に規定する使

用料の額）に10を乗じて得た額とす

る。 

　13　略 

　14　乃木浜総合公園天然芝グラウンド、

乃木浜総合公園ストリートスポーツ広

場、乃木浜総合公園人工芝グラウンド

及び乃木浜総合公園野球場において、

第８条第１項の使用について、入場料

等を徴収し、レクリエーション及びア

マチュアスポーツ以外に使用するとき

の使用料の額は、備考第12項の規定に

よる使用料に当該入場料等の最高額に
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　　附　則 

（施行期日） 

１　この条例中第１条の規定は令和８年４月１日から、第２条の規定は規則で定める日から

施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２　火の山山麓キャンプ場及びリフレッシュパーク豊浦野外ステージの使用に係る許可及び

使用料の徴収並びにこれらを行うため必要な手続は、第１条及び第２条の規定のそれぞれ

の施行の日前においても行うことができる。 

 200を乗じて得た額を加算した額とす

る。 

13・14　略

200を乗じて得た額を加算した額とす

る。 

15・16　略
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１８５号 

下関市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

下関市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

下関市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正

に伴い、所要の条文整理を行うため。
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別紙 

下関市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

下関市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例（平成

24年条例第84号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

附　則 

この条例は、公布の日から施行する。

  改正前 改正後

 （園路及び広場） 

第４条　不特定かつ多数の者が利用し、又

は主として高齢者、障害者等が利用する

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行令（平成18年政令第

379号。以下「令」という。）第３条第

１号に規定する園路及び広場を設ける場

合は、そのうち１以上は、次に掲げる基

準に適合するものでなければならない。 

(1)～(5)　略 

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれ

のある場所には、柵、令第11条第２号

に規定する点状ブロック等及び令第21

条第２項第１号に規定する線状ブロッ

ク等を適切に組み合わせて床面に敷設

したもの（以下「視覚障害者誘導用ブ

ロック」という。）その他の高齢者、

障害者等の転落を防止するための設備

が設けられていること。 

(7) 略

（園路及び広場） 

第４条　不特定かつ多数の者が利用し、又

は主として高齢者、障害者等が利用する

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行令（平成18年政令第

379号。以下「令」という。）第３条第

１号に規定する園路及び広場を設ける場

合は、そのうち１以上は、次に掲げる基

準に適合するものでなければならない。 

(1)～(5)　略 

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれ

のある場所には、柵、令第11条第２号

に規定する点状ブロック等及び令第22

条第２項第１号に規定する線状ブロッ

ク等を適切に組み合わせて床面に敷設

したもの（以下「視覚障害者誘導用ブ

ロック」という。）その他の高齢者、

障害者等の転落を防止するための設備

が設けられていること。 

(7) 略
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１８６号 

下関都市計画海峡あいらんど２１地区地区計画の区域内における

建築物の制限に関する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

下関都市計画海峡あいらんど２１地区地区計画の区域内における

建築物の制限に関する条例 

下関都市計画海峡あいらんど２１地区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関都市計画海峡あいらんど２１地区地区計画の区域内における建築物に

関する制限を定めるため。
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別紙 

下関都市計画海峡あいらんど21地区地区計画の区域内における建築物の制限に

関する条例 

（目的） 
第１条　この条例は、建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第68条の

２第１項の規定に基づき、海峡あいらんど21地区における建築物に関する制限を定めるこ

とにより、無秩序な土地利用を未然に防止し、地域の景観に配慮し、ゆとりと潤いのある

良好な都市環境の形成を図ることを目的とする。 
（用語の定義） 

第２条　この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令（昭和25年政令第338

号）において使用する用語の例による。 
（適用区域） 

第３条　この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規定により告示

された下関都市計画海峡あいらんど21地区地区計画の区域（以下「計画区域」という。）

に適用する。 

（建築物の用途制限） 
第４条　計画区域内においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(1) 工場又は倉庫（建築物に附属するものを除く。） 

(2) １階部分を住宅の用に供するもの（１階の住宅の用に供する部分が、廊下、階段、エ

レベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。） 

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条

第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むもの 

２　前項の規定は、市長が計画区域内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な

都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。 

３　市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ下関市建築審査会

（下関市建築審査会条例（平成17年条例第274号）に定める審査会をいう。）の同意を得

なければならない。 

（建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度） 
第５条　Ａ地区（計画区域のうち、第３条の地区計画に定めるＡ地区をいう。以下同じ。）

における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の60以下でなければならな

い。ただし、敷地の10分の２以上が日常的に開放され、歩行者が自由に通行し、又は利用

することができる通路、広場その他これらに類するものに整備される場合は、10分の100

以下とすることができる。 

（建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度） 
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第６条　Ａ地区における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の20以上でなけ

ればならない。 

（建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度） 

第７条　Ａ地区における建築物の建築面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合におい

ては、その建築面積の合計）の敷地面積に対する割合は、10分の７以下でなければならな

い。 

（建築物の建築面積の最低限度） 

第８条　Ａ地区における建築物の建築面積は、200平方メートル以上でなければならない。 

（建築物の敷地面積の最低限度） 

第９条　建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 

（壁面の位置の制限） 

第10条　都市計画道路細江線及び竹崎細江線に面する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

から道路境界線までの距離は、1.5メートル以上でなければならない。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第11条　法第３条第２項の規定により第４条から前条までの規定の適用を受けない建築物に

ついて、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第３条第３項

第３号及び第４号の規定にかかわらず、第４条から前条までの規定は、適用しない。 

(1) 増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により第４条から前条までの規定の適

用を受けない建築物について、法第３条第２項の規定により引き続き第４条から前条ま

での規定（これらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。）の適用

を受けない期間の始期をいう。以下同じ。）における敷地内におけるものであり、か

つ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対し

て、Ａ地区においては第５条本文及び第７条の規定に、Ｂ地区（計画区域のうち、第３

条の地区計画に定めるＢ地区をいう。）においては法第52条第１項、第２項及び第７項

並びに法第53条の規定に適合すること。 

(2) 増築後の第４条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基

準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。 

（委任） 
第12条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（罰則） 
第13条　次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 

(1) 第４条第１項又は第９条の規定に違反した場合（次号に規定する場合を除く。）にお

ける当該建築物の建築主 

(2) 建築物を建築した後に、当該建築物の敷地を分割したことにより、第９条の規定に違

反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者 
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(3) 第５条から第８条まで又は第10条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者

（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合

においては、当該建築物の工事施工者） 

(4) 法第87条第２項において準用する第４条第１項の規定に違反した場合における当該建

築物の所有者、管理者又は占有者 

２　前項第３号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるも

のであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても、同項

の罰金刑を科する。 

３　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関して、前２項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対しても、第１項の罰金刑を科する。 

附  則 

この条例は、公布の日から施行する。
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第 ４ 回 定 例 会 議案第１８７号

下関市火災予防条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

下関市火災予防条例の一部を改正する条例

下関市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

提案理由

林野火災に関する注意報について定め、及び所要の条文整備を行うため。



G187-2

別紙

下関市火災予防条例の一部を改正する条例

下関市火災予防条例（平成17年条例第315号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。

改正前 改正後

目次

第１章～第３章の２ 略

第４章～第７章 略

附則

目次

第１章～第３章の２ 略

第３章の３ 林野火災の予防（第29条の

８・第29条の９）

第４章～第７章 略

附則

（火災に関する警報の発令中における火

の使用の制限）

第29条 火災に関する警報が発せられた場

合における火の使用については、次に定

めるところによらなければならない。

(1)～(6) 略

(7) 屋内において裸火を使用するとき

は、窓、出入口等を閉じて行うこと。

（火災に関する警報の発令中における火

の使用の制限）

第29条 火災に関する警報（法第22条第３

項に規定する火災に関する警報をいう。

以下同じ。）が発せられた場合における

火の使用については、次に定めるところ

によらなければならない。

(1)～(6) 略

第３章の３ 林野火災の予防

（林野火災に関する注意報）

第29条の８ 市長は、気象の状況が山林、

原野等における火災（以下「林野火災」

という。）の予防上注意を要すると認め

るときは、林野火災に関する注意報を発

することができる。

２ 前項の規定による注意報が発せられた

ときは、注意報が解除されるまでの間、

市の区域内に在る者は、第29条各号に定

める火の使用の制限に従うよう努めなけ
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附 則

この条例は、令和８年１月１日から施行する。

ればならない。

３ 市長は、林野火災の発生の危険性を勘

案して、前項の規定による火の使用の制

限の努力義務の対象となる区域を指定す

ることができる。

（林野火災の予防を目的とした火災に関

する警報の発令中における火の使用の制

限）

第29条の９ 市長は、林野火災の予防を目

的として火災に関する警報を発したとき

は、林野火災の発生の危険性を勘案し

て、第29条各号に定める火の使用の制限

の対象となる区域を指定することができ

る。

（火災と紛らわしい煙等を発するおそれ

のある行為等の届出）

第45条 次の各号に掲げる行為をしようと

する者は、あらかじめ、その旨を所轄消

防署長に届け出なければならない。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発す

るおそれのある行為

(2)～(6) 略

（火災と紛らわしい煙等を発するおそれ

のある行為等の届出）

第45条 次の各号に掲げる行為をしようと

する者は、あらかじめ、その旨を所轄消

防署長に届け出なければならない。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発す

るおそれのある行為（たき火を含

む。）

(2)～(6) 略
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１８８号 

下関市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

下関市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

下関市水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

水道料金を改定するため。
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別紙 

下関市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

下関市水道事業給水条例（平成17年条例第307号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

  改正前 改正後

 （料金） 

第30条　略 

２　口径別料金制は、基本料金と従量料金

に区分する。 

(1) 基本料金の月額は、次の区分による

ものとし、これを最低料金とする。 

　(2) 従量料金は、次の区分による。 

（料金） 

第30条　略 

２　口径別料金制は、基本料金と従量料金

に区分する。 

(1) 基本料金の月額は、次の区分による

ものとし、これを最低料金とする。 

　(2) 従量料金は、次の区分による。 

  メータ口径 料金

 13ミリメートル 1,143円

 20ミリメートル 1,803円

 25ミリメートル 2,200円

 40ミリメートル 4,883円

 50ミリメートル 10,493円

 75ミリメートル 21,581円

 100ミリメートル 40,260円

 150ミリメートル 104,147円

 200ミリメートル 207,020円

 250ミリメートル 356,333円

 

  用

途

別

料金（１立方メートルにつき）

 第１段（使用水量30立方

メートルまでの部分）

第２段

（使用

水量30

立方メ

ートル

を超え

る 部

 口径25ミリメー

トル以下のメー

タにより給水を

受ける場合

口径40

ミリメ

ートル

以上の

メータ  使用水 使用水

  メータ口径 料金

 13ミリメートル 1,440円

 20ミリメートル 2,271円

 25ミリメートル 2,772円

 40ミリメートル 6,152円

 50ミリメートル 13,221円

 75ミリメートル 27,192円

 100ミリメートル 50,727円

 150ミリメートル 131,225円

 200ミリメートル 260,845円

 250ミリメートル 448,979円

 

  用

途

別

料金（１立方メートルにつき）

 第１段（使用水量30立方

メートルまでの部分）

第２段

（使用

水量30

立方メ

ートル

を超え

る 部

 口径25ミリメー

トル以下のメー

タにより給水を

受ける場合

口径40

ミリメ

ートル

以上の

メータ  使用水 使用水



G188-3

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この条例による改正後の第30条及び第31条の規定にかかわらず、この条例の施行の日

 

３・４　略 ３・４　略

 （特別給水の料金） 

第31条　前条の規定にかかわらず、消火栓

（私設消火栓を除く。）を公共の消防用

以外の用に使用した場合の料金は、使用

水量１立方メートルにつき307円以下で

管理者が算定する金額と当該給水のため

に特に要した費用相当額の合計額とす

る。

（特別給水の料金） 

第31条　前条の規定にかかわらず、消火栓

（私設消火栓を除く。）を公共の消防用

以外の用に使用した場合の料金は、使用

水量１立方メートルにつき345円以下で

管理者が算定する金額と当該給水のため

に特に要した費用相当額の合計額とす

る。

 

 量10立

方メー

トルま

での部

分

量10立

方メー

トルを

超え30

立方メ

ートル

までの

部分

により

給水を

受ける

場合

分）

 一

般

用

10円 186円 186円 286円

 湯

屋

用

10円 63円 63円 63円

 私

設

消

火

栓

用

10円 63円 63円 63円

 

 量10立

方メー

トルま

での部

分

量10立

方メー

トルを

超え30

立方メ

ートル

までの

部分

により

給水を

受ける

場合

分）

 一

般

用

20円 209円 209円 322円

 湯

屋

用

20円 72円 72円 72円

 私

設

消

火

栓

用

20円 72円 72円 72円
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（以下「施行日」という。）以後最初に行われる検針により算定される水道料金の額は、

施行日前の期間に係る水道料金及び施行日以後の期間に係る水道料金を日数に応じて算出

し、それらの額を合計した額とする。
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１８９号 

下関市水道事業給水条例等の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

下関市水道事業給水条例等の一部を改正する条例 

下関市水道事業給水条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

災害その他非常の場合における給水装置及び排水設備の工事の特例につい

て定め、並びに所要の条文整備を行うため。
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別紙 

下関市水道事業給水条例等の一部を改正する条例 

　（下関市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条　下関市水道事業給水条例（平成17年条例第307号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

  改正前 改正後

 （工事の設計及び施行） 

第５条　略 

２・３　略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（工事の設計及び施行） 

第５条　略 

２・３　略 

４　第１項の規定にかかわらず、災害その

他非常の場合において、管理者が必要が

あると認めるときは、他の市町村長（地

方公営企業法（昭和27年法律第292号）

第７条の規定により置かれた水道事業の

管理者を含む。以下この項において同

じ。）又は他の市町村長が法第16条の２

第１項の指定をした者（以下これらの者

を「非常時給水装置工事事業者」とい

う。）が工事の設計及び施行を行うこと

ができる。この場合における非常時給水

装置工事事業者が行う工事の設計及び施

行については、指定給水装置工事事業者

が行う工事の設計及び施行とみなしてこ

の条例の規定を適用する。

 （水道使用者等の管理責任） 

第27条　略 

２　給水装置に異状があった場合の修繕そ

の他の処置は、管理者又は指定給水装置

工事事業者が行う。ただし、水道法施行

規則（昭和32年厚生省令第45号。以下

「規則」という。）第13条で定める給水

装置の軽微な変更については、この限り

（水道使用者等の管理責任） 

第27条　略 

２　給水装置に異状があった場合の修繕そ

の他の処置は、次に掲げるものを除き、

管理者又は指定給水装置工事事業者が行

う。 
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　（下関市下水道条例の一部改正） 

第２条　下関市下水道条例（平成17年条例第290号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

 でない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・４　略

 

(1) 水道法施行規則（昭和32年厚生省令

第45号。以下「規則」という。）第13

条で定める給水装置の軽微な変更 

(2) 災害その他非常の場合において、管

理者が非常時給水装置工事事業者に行

わせる必要があると認めるときに非常

時給水装置工事事業者が行う修繕その

他の処置 

３・４　略

 

  改正前 改正後

 （排水設備の工事の施工） 

第７条　略 

２　略

（排水設備の工事の施工） 

第７条　略 

２　略 

３　第１項の規定にかかわらず、災害その

他非常の場合において、管理者が必要が

あると認めるときは、他の市町村長（地

方公営企業法（昭和27年法律第292号）

第７条の規定により置かれた下水道事業

の管理者を含む。以下この項において同

じ。）の指定を受けた工事業者が排水設

備の新設等の工事を施工することができ

る。この場合において、前項の監理は、

当該他の市町村長が排水設備の工事に関

し技能を有すると認めた者が行うものと

する。

 （許可を要しない軽微な変更） 

第29条　法第24条第１項又は法第29条第１

項の条例で定める軽微な変更は、公共下

（許可を要しない軽微な変更） 

第29条　法第24条第１項又は法第29条第１

項の条例で定める軽微な変更は、公共下
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　（下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条　下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例（平成17年条例第251号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

 水道又は都市下水路の施設の機能を妨

げ、又はその施設を損傷するおそれのな

い物件で同項の許可を受けて設けた物件

（地上に存する部分に限る。）に対する

添加であって、同項の許可を受けた者が

当該施設又は工作物その他の物件を設け

る目的に付随して行うものとする。

水道又は都市下水路の施設の機能を妨

げ、又はその施設を損傷するおそれのな

い物件でこれらの規定による許可を受け

て設けた物件（地上に存する部分に限

る。）に対する添加であって、当該許可

を受けた者が当該施設又は工作物その他

の物件を設ける目的に付随して行うもの

とする。

 

  改正前 改正後

 （排水設備の工事の施工） 

第９条　排水設備の新設等の工事は、下関

市下水道条例（平成17年条例第290号。

以下「下水道条例」という。）第７条第

１項に規定する上下水道事業管理者（以

下この条において「管理者」という。）

が指定した工事業者（以下「指定工事

店」という。）でなければ施工してはな

らない。 

２　指定工事店が前項の工事を施工すると

きは、下水道条例第７条第２項に規定す

る管理者が排水設備の工事に関し技能を

有すると認めた者（以下「責任技術者」

という。）に監理させなければならな

い。

（排水設備の工事の施工） 

第９条　排水設備の新設等の工事は、下関

市下水道条例（平成17年条例第290号。

以下「下水道条例」という。）第７条第

１項に規定する指定工事店（以下「指定

工事店」という。）でなければ施工して

はならない。 

 

 

２　指定工事店が前項の工事を施工すると

きは、下水道条例第７条第２項に規定す

る責任技術者に監理させなければならな

い。 

 

 

３　第１項の規定にかかわらず、災害その

他非常の場合において、上下水道事業管

理者が必要があると認めるときは、他の

市町村長（地方公営企業法（昭和27年法

律第292号）第７条の規定により置かれ
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　（下関市漁業集落排水処理施設の管理等に関する条例の一部改正） 

第４条　下関市漁業集落排水処理施設の管理等に関する条例（平成17年条例第267号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

　　　附　則 

この条例は、公布の日から施行する。

 た下水道事業の管理者を含む。以下この

項において同じ。）の指定を受けた工事

業者が排水設備の新設等の工事を施工す

ることができる。この場合において、前

項の監理は、当該他の市町村長が排水設

備の工事に関し技能を有すると認めた者

が行うものとする。

 

  改正前 改正後

 （排水設備の工事の施工） 

第７条　略 

２　略

（排水設備の工事の施工） 

第７条　略 

２　略 

３　第１項の規定にかかわらず、災害その

他非常の場合において、管理者が必要が

あると認めるときは、他の市町村長（地

方公営企業法（昭和27年法律第292号）

第７条の規定により置かれた下水道事業

の管理者を含む。以下この項において同

じ。）の指定を受けた工事業者が排水設

備の新設等の工事を施工することができ

る。この場合において、前項の監理は、

当該他の市町村長が排水設備の工事に関

し技能を有すると認めた者が行うものと

する。
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１９０号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市商工業振興センターの指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市商工業振興センター

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市南部町２１番１９号

 
名 称 及 び 

代 表 者

下関商工会議所 

会頭　 曽　 我　 德　 將

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１９１号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市勤労青少年ホームの指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市勤労青少年ホーム

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市唐戸町４番１号カラトピア４階

 
名 称 及 び 

代 表 者

一般財団法人下関市公営施設管理公社 

理事長　 大　 﨑　 信 　一

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１９２号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市勤労福祉会館の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市勤労福祉会館

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市幸町８番１６号

 
名 称 及 び 

代 表 者

公益財団法人下関勤労福祉振興財団 

代表理事　 津　 野　 貴 　史

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１９３号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市勤労者総合福祉センターの指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市勤労者総合福祉センター

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市唐戸町４番１号カラトピア４階

 
名 称 及 び 

代 表 者

一般財団法人下関市公営施設管理公社 

理事長　 大　 﨑　 信 　一

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１９４号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市北部中山間地域ジビエ有効活用拠点施設の指定管理者を指定するた

め。

 
公の施設の名称 下関市北部中山間地域ジビエ有効活用拠点施設

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市椋野町三丁目１３番１８号

 
名 称 及 び 

代 表 者

静食品株式会社 

代表取締役　 福　 原　 林　 保

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１９５号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市王喜農村センターの指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市王喜農村センター

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大字内日下７４８番地１

 
名 称 及 び 

代 表 者

下関土地改良区 

理事長　 伊　 田　 喜　 弘

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１９６号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

提案理由 

下関市深坂自然の森及び森の家下関の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称

下関市深坂自然の森 

森の家下関

 

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市細江町一丁目２番１０号

 

名称並びに

代表者及び 

構 成 員

みさかの森自然学校共同事業体 

代表者　太平ビルサービス株式会社下関営業所 

所長 　森 　川 　純 　二 

構成員　下関市貴船町二丁目１４番２８号 

株式会社ＦＥＥＬ 

代表取締役 　井 　上　　　桂 

構成員　北九州市小倉南区大字合馬１５７８番地 

有限会社カヌースクール九州 

取締役 　西 　胤 　正 　弘

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１９７号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

吉母漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 吉母漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル

 
名 称 及 び 

代 表 者

山口県漁業協同組合 

代表理事組合長　 森　 友　　　信

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G198-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１９８号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

王喜漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 王喜漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル

 
名 称 及 び 

代 表 者

山口県漁業協同組合 

代表理事組合長　 森　 友　　　信

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G199-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第１９９号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

吉見漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 吉見漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル

 
名 称 及 び 

代 表 者

山口県漁業協同組合 

代表理事組合長　 森　 友　　　信

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G200-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２００号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

安岡漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 安岡漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル

 
名 称 及 び 

代 表 者

山口県漁業協同組合 

代表理事組合長　 森　 友　　　信

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G201-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２０１号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市営国民宿舎海峡ビューしものせき

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市中之町２番８号

 
名 称 及 び 

代 表 者

株式会社ユニコン 

代表取締役　 福　 田　　　稔

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G202-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２０２号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市立しものせき水族館の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市立しものせき水族館

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市あるかぽーと６番１号

 
名 称 及 び 

代 表 者

公益財団法人下関海洋科学アカデミー 

理事長　 江　 島　　　潔

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G203-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２０３号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関フィッシングパークの指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関フィッシングパーク

 指
定
管
理
者

所 在 地 大阪市北区梅田一丁目２番２－１２００号

 
名 称 及 び 

代 表 者

株式会社ハウスビルシステム 

代表取締役　 坂　 下　 芳　 史

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G204-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２０４号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

長府毛利邸の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 長府毛利邸

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市唐戸町４番１号カラトピア４階

 
名 称 及 び 

代 表 者

一般財団法人下関市公営施設管理公社 

理事長　 大　 﨑　 信 　一

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G205-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２０５号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市ふれあい健康ランドの指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市ふれあい健康ランド

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市唐戸町４番１号カラトピア４階

 
名 称 及 び 

代 表 者

一般財団法人下関市公営施設管理公社 

理事長　 大　 﨑　 信 　一

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G206-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２０６号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市火の山ユースホステルの指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市火の山ユースホステル

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市後田町五丁目２５番９号

 
名 称 及 び 

代 表 者

特定非営利活動法人青少年共育活動協会 

理事長　 久　 保　 隆 　司

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G207-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２０７号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

長府庭園の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 長府庭園

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市唐戸町４番１号カラトピア４階

 
名 称 及 び 

代 表 者

一般財団法人下関市公営施設管理公社 

理事長　 大　 﨑　 信 　一

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G208-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２０８号 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

提案理由 

下関市長府体育館ほか１８施設の指定管理者を指定するため。

 

公の施設の名称

下関市長府体育館 

下関市垢田体育館 

下関市吉見体育館 

下関市武道館 

下関市彦島武道館 

下関市小月武道館 

下関市川中武道館 

下関市市民プール 

下関市彦島田の首運動場 

下関市市民プール附属運動場

下関市長府扇町第１運動場 

下関市垢田運動場 

下関市彦島体育館 

下関市営下関陸上競技場 

下関市弓道場 

下関市アーチェリー場 

下関市営下関庭球場 

下関市彦島庭球場 

彦島地区公園多目的広場（照

明設備）

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市唐戸町４番１号カラトピア４階

 
名 称 及 び 

代 表 者

一般財団法人下関市公営施設管理公社 

理事長　 大　 﨑　 信　 一

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G209-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２０９号 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関球場ほか２施設の指定管理者を指定するため。

 

公の施設の名称

下関球場 

下関第二球場 

下関北運動公園庭球場

 指
定
管
理
者

所 在 地 大阪市中央区北浜四丁目１番２３号

 
名 称 及 び 

代 表 者

ミズノスポーツサービス株式会社 

代表取締役　 薬 師 寺 　洋　 彰

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G210-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２１０号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市民会館の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市民会館

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市竹崎町四丁目５番１号

 
名 称 及 び 

代 表 者

公益財団法人下関市文化振興財団 

理事長　 佐　 伯　 和 　也

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G211-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２１１号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

サングリーン菊川の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 サングリーン菊川

 指
定
管
理
者

所 在 地 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

 
名 称 及 び 

代 表 者

株式会社イースト 

代表取締役　 長　 島　 秀　 晃

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G212-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２１２号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市菊川総合交流ターミナルの指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市菊川総合交流ターミナル

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市菊川町大字上岡枝７６６番地１

 
名 称 及 び 

代 表 者

菊川町まちづくり株式会社 

代表取締役　 服　 部　 太 一 朗

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和８年１２月３１日まで





G213-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２１３号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市菊川農村婦人の家の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市菊川農村婦人の家

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市菊川町大字上岡枝７５９番地２

 
名 称 及 び 

代 表 者

菊川農村婦人の家農産加工技術員 

代表　 　 永　 孝　 子

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G214-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２１４号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

豊田湖畔公園施設の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 豊田湖畔公園施設

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市豊田町大字地吉字岡の台３４８番地

 
名 称 及 び 

代 表 者

一般財団法人豊田湖畔公園管理財団 

理事長　 坂　 井　 年　 昭

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G215-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２１５号 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市豊田農業公園ほか５施設の指定管理者を指定するため。

 

公の施設の名称

下関市豊田農業公園 

下関市豊田地域資源循環活用施設 

田園空間博物館総合案内所 

旧殿居小学校維新分校 

下関市豊田籾乾燥調製施設 

下関市豊田肉用牛繁殖肥育センター

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市豊田町大字八道６０１番地の３

 
名 称 及 び 

代 表 者

有限会社豊田あぐりサービス 

代表取締役　 冨 　永 　英 　典

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G216-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２１６号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設の指定管理者を指定するた

め。

 
公の施設の名称 下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市豊田町大字殿居９８９番地４

 
名 称 及 び 

代 表 者

殿居区 

区長　 原　 田　 章　 治

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G217-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２１７号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市豊浦自然活用総合管理センターの指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市豊浦自然活用総合管理センター

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市豊浦町大字川棚５１５８番地

 
名 称 及 び 

代 表 者

一般社団法人Ｌｏｃａｌ　Ｃｏｎｎｅｃｔ　ＴＯＹＯＵＲＡ 

代表理事　 齋　 藤　 圭　 祐

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G218-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２１８号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市大河内交流センターの指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市大河内交流センター

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市豊浦町大字宇賀５２９３番地７

 
名 称 及 び 

代 表 者

下関市大河内自治会 

会長　 平　 田　 健　 司

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G219-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２１９号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

室津下漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 室津下漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル

 
名 称 及 び 

代 表 者

山口県漁業協同組合 

代表理事組合長　 森　 友　　　信

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G220-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２２０号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

涌田漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 涌田漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市豊浦町大字涌田後地７５４番地の１

 
名 称 及 び 

代 表 者

黒井漁業協同組合 

代表理事組合長　 北　 本　 毅　 彦

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G221-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２２１号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

川棚漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 川棚漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル

 
名 称 及 び 

代 表 者

山口県漁業協同組合 

代表理事組合長　 森　 友　　　信

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G222-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２２２号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

宇賀漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 宇賀漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル

 
名 称 及 び 

代 表 者

山口県漁業協同組合 

代表理事組合長　 森　 友　　　信

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G223-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２２３号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

小串漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 小串漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル

 
名 称 及 び 

代 表 者

山口県漁業協同組合 

代表理事組合長　 森　 友　　　信

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G224-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２２４号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

二見漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 二見漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル

 
名 称 及 び 

代 表 者

山口県漁業協同組合 

代表理事組合長　 森　 友　　　信

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G225-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２２５号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

肥中漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 肥中漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル

 
名 称 及 び 

代 表 者

山口県漁業協同組合 

代表理事組合長　 森　 友　　　信

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G226-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２２６号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

矢玉漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 矢玉漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル

 
名 称 及 び 

代 表 者

山口県漁業協同組合 

代表理事組合長　 森　 友　　　信

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G227-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２２７号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

和久漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 和久漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル

 
名 称 及 び 

代 表 者

山口県漁業協同組合 

代表理事組合長　 森　 友　　　信

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G228-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２２８号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

島戸漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 島戸漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル

 
名 称 及 び 

代 表 者

山口県漁業協同組合 

代表理事組合長　 森　 友　　　信

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G229-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２２９号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

阿川漁港の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 阿川漁港

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大和町一丁目１６番１号下関漁港ビル

 
名 称 及 び 

代 表 者

山口県漁業協同組合 

代表理事組合長　 森　 友　　　信

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G230-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２３０号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

下関市蓋井島保健福祉館の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 下関市蓋井島保健福祉館

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大字蓋井島７１番地

名 称 及 び

代 表 者

蓋井島自治会

会長 榊 敏 之

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G231-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２３１号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

後田ふれあいプラザの指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 後田ふれあいプラザ

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市後田町五丁目１６番９号

名 称 及 び

代 表 者

下関市老人クラブ連合会後田支部

支部長 山 田 耕 一

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G232-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２３２号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

彦島ふれあいプラザの指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 彦島ふれあいプラザ

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市彦島江の浦町一丁目１５番１１号

名 称 及 び

代 表 者

彦島ふれあいプラザ運営委員会

会長 松 永 俊 一

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G233-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２３３号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

長府老人憩の家の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 長府老人憩の家

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市長府八幡町２番３３号

名 称 及 び

代 表 者

長府老人憩の家管理推進委員会

代表 福 井 清 二

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G234-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２３４号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

小月老人憩の家の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 小月老人憩の家

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市小月本町二丁目１４番３４号

名 称 及 び

代 表 者

下関市老人クラブ連合会小月支部

支部長 藤 田 友 春

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G235-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２３５号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

西部老人憩の家の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 西部老人憩の家

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市長門町１番１号

名 称 及 び

代 表 者

下関市老人クラブ連合会西部第三支部

支部長 西 谷 弘 幸

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G236-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２３６号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

北部老人憩の家の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 北部老人憩の家

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市山の田東町４番１１号

名 称 及 び

代 表 者

北部長寿の杜協議会

会長 中 尾 順 吉

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G237-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２３７号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

安岡老人憩の家の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 安岡老人憩の家

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市安岡町四丁目５番３０号

名 称 及 び

代 表 者

下関市老人クラブ連合会安岡支部

支部長 伊 藤 紘 一

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G238-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２３８号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

吉田老人憩の家の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 吉田老人憩の家

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大字吉田地方字土井２４９９番地

名 称 及 び

代 表 者

下関市老人クラブ連合会吉田支部

支部長 本 田 清 美

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G239-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２３９号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

川中老人憩の家の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 川中老人憩の家

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市川中本町二丁目２番２０号

名 称 及 び

代 表 者

下関市老人クラブ連合会川中支部

支部長 江 良 昌 泰

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G240-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２４０号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

内日老人憩の家の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 内日老人憩の家

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大字内日下字大頭７４８番地２

名 称 及 び

代 表 者

下関市老人クラブ連合会内日支部

支部長 武 永 憲 昭

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G241-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２４１号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

清末老人憩の家の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 清末老人憩の家

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市清末中町一丁目２番３０号

名 称 及 び

代 表 者

下関市老人クラブ連合会清末支部

支部長 藤 田 信 子

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G242-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２４２号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

吉見老人憩の家の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 吉見老人憩の家

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市吉見本町一丁目１３番５号

 
名 称 及 び 

代 表 者

下関市老人クラブ連合会吉見支部吉見長寿会 

会長　 岡　 部　 　 明

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G243-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２４３号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

彦島宮の原老人憩の家の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 彦島宮の原老人憩の家

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市彦島迫町五丁目１２番９号

名 称 及 び

代 表 者

彦島宮の原老人憩の家運営委員会

会長 福 永 孝 章

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G244-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２４４号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

吉母老人憩の家の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 吉母老人憩の家

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大字吉母４５２番地１０

名 称 及 び

代 表 者

下関市老人クラブ連合会吉母支部

支部長 久 保 田 逹 也

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G245-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２４５号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市夜間急病診療所の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市夜間急病診療所

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市大学町二丁目１番２号

 
名 称 及 び 

代 表 者

一般社団法人下関市医師会 

会長　 飴　 山　　　晶

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G246-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２４６号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関市島戸診療所の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 下関市島戸診療所

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市豊北町大字阿川３７９６番地１

 
名 称 及 び 

代 表 者

医療法人社団若草会木本クリニック 

理事長　 木　 本　 和　 之

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで





G247-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２４７号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

下関市和久生きがいデイサービスセンターの指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 下関市和久生きがいデイサービスセンター

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市上田中町一丁目１６番３号

名 称 及 び

代 表 者

社会福祉法人下関市社会福祉協議会

会長 児 玉 典 彦

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G248-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２４８号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

下関市デイサービスセンター「ほのぼの」の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 下関市デイサービスセンター「ほのぼの」

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市上田中町一丁目１６番３号

名 称 及 び

代 表 者

社会福祉法人下関市社会福祉協議会

会長 児 玉 典 彦

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G249-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２４９号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

下関市芝学習等供用会館の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 下関市芝学習等供用会館

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市王喜宇津井一丁目４番６１号

名 称 及 び

代 表 者

芝自治会

会長 八 嶋

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G250-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２５０号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

下関市串学習等供用会館の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 下関市串学習等供用会館

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市松屋本町二丁目２番２９号

名 称 及 び

代 表 者

串自治会

会長 松 永 幹 雄

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで





G251-1

第 ４ 回 定 例 会 議案第２５１号

指定管理者の指定について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。

提案理由

下関市立青年の家の指定管理者を指定するため。

公の施設の名称 下関市立青年の家

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市細江町一丁目２番１０号

名称並びに

代表者及び

構 成 員

みさかの森自然学校共同事業体

代表者 太平ビルサービス株式会社下関営業所

所長 森 川 純 二

構成員 下関市貴船町二丁目１４番２８号

株式会社ＦＥＥＬ

代表取締役 井 上 桂

構成員 北九州市小倉南区大字合馬１５７８番地

有限会社カヌースクール九州

取締役 西 胤 正 弘

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで





G252-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２５２号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

提案理由 

乃木浜総合公園の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 乃木浜総合公園

 

指
定
管
理
者

所 在 地 下関市長府松小田本町８番３１号

 

名称並びに

代表者及び 

構 成 員

乃木浜総合公園地域共生共同企業体 

代表者　株式会社森芳楽園 

代表取締役 　森　　　英 　之 

構成員　下関市松屋本町三丁目７番１０号 

一般社団法人ウエストネーション下関ＳＣ 

代表理事 　原 　田 　幸 　清 

構成員　下関市唐戸町４番１号カラトピア４階 

一般財団法人下関市公営施設管理公社 

理事長 　大 　﨑 　信 　一 

構成員　広島市中区南吉島一丁目２番３７号 

株式会社ユニサス 

　　　　代表取締役　 松　 村　 晋 　也

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２５３号　 

指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、公の施設の管理を行わせる団体（以下「指定管理者」という。）を次のと

おり指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

リフレッシュパーク豊浦の指定管理者を指定するため。

 
公の施設の名称 リフレッシュパーク豊浦

 指
定
管
理
者

所 在 地 下関市綾羅木新町三丁目７番１号

 
名 称 及 び 

代 表 者

株式会社安成工務店 

代表取締役　 安　 成　 信　 次

 
指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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第 ４ 回 定 例 会 議案第２５４号

字の区域の変更について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

字の区域の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、別

表のとおり字の区域を変更する。

なお、この字の区域の変更は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

８９条の２第１０項において準用する同法第５４条第４項の規定による換地処

分の公告のあった日の翌日から効力を生ずる。

提案理由

県営後地・荒田地区農業競争力強化基盤整備事業（後地工区）の実施に伴

い、字の区域を変更するため。
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別表

処 分 後 処 分 前

大字名 字 名 大字名 字 名 地 番 地 目

豊北町大

字神田上
小森江ノ前

豊北町大

字神田上
地 主 ３８１番 畑

〃 〃 〃 〃 ３８２番 田

〃 〃 〃 〃 ３８３番２ 畑

〃 小 森 江 〃 小森江ノ前 ４３０番の一部 田

〃 〃 〃 〃 ４３１番の一部 〃

〃 小森江ノ前 〃 小 森 江 ４３５番の一部 〃

〃 〃 〃 〃 ４３６番の一部 〃

〃 〃 〃 〃 ４３８番の一部 〃

〃 〃 〃 〃 ４３９番の一部 〃

〃 〃 〃 〃 ４５９番の一部 〃

〃 小森江ノ上 〃 〃 ４５９番の一部 〃

〃 小森江ノ前 〃 〃 ４６０番の一部 〃

〃 〃 〃 〃 ４６２番 〃

〃 〃 〃 小森江ノ上 ４６３番の一部 〃

〃 〃 〃 〃 ４６５番の一部 〃

〃 〃 〃 〃 ４６６番の一部 〃

〃 〃 〃 〃 ４７６番 雑種地

〃 〃 〃 〃 ４７８番 田

〃 〃 〃 〃 ４７９番 〃

〃 〃 〃 〃 ４８０番 〃

〃 〃 〃 〃 ４８１番の一部 〃

〃 〃 〃 〃 ４９０番２の一部 原野

〃 〃 〃 蟹 田 ５０８番の一部 田

〃 〃 〃 〃 ５０９番の一部 〃
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処 分 後 処 分 前

大字名 字 名 大字名 字 名 地 番 地 目

豊北町大

字神田上
小森江ノ上

豊北町大

字神田
出 合 ７９５番１の一部 田

〃 〃 〃 〃 ７９５番４の一部 ため池

〃 〃 〃 神 手 １１０１番 田

処分前の土地に接する市有地である道路及び水路を併せて変更する。
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第 ４ 回 定 例 会 議案第２５５号

市道路線の認定及び変更について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

市道路線の認定及び変更について

別表１のとおり市道路線の認定をし、及び別表２のとおり市道路線の変更を

する。

提案理由

王司乃木浜２号線ほか６路線を市道として新たに認定し、及び丸山町６号

線ほか５路線を変更するため。
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別表１ 認定

路 線 名
起 点

終 点

王 司 乃 木 浜 ２ 号 線
下関市乃木浜一丁目1626番地先

下関市乃木浜一丁目1628番１地先

安岡安岡町８８号線
下関市安岡町五丁目502番５地先

下関市安岡町五丁目508番４地先

勝 山 田 倉 ５ ０ 号 線
下関市大字田倉字差葉94番７地先

下関市大字田倉字芳ケ駅428番１地先

勝 山 田 倉 ５ １ 号 線
下関市大字田倉字芳ケ駅428番19地先

下関市大字田倉字芳ケ駅428番６地先

勝 山 田 倉 ５ ２ 号 線
下関市大字田倉字西中原360番16地先

下関市大字田倉字西中原360番８地先

勝 山 田 倉 ５ ３ 号 線
下関市大字田倉字西中原360番12地先

下関市大字田倉字西中原360番９地先

勝 山 田 倉 ５ ４ 号 線
下関市大字田倉字西中原360番３地先

下関市大字田倉字西中原360番３地先
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別表２ 変更

路 線 名
旧新

別

起 点

終 点

丸 山 町 ６ 号 線

旧
下関市丸山町四丁目1837番７地先

下関市丸山町四丁目1893番45地先

新
下関市丸山町四丁目1837番７地先

下関市丸山町四丁目1913番14地先

長府港町１号線

旧
下関市長府港町９番９地先

下関市長府港町９番28地先

新
下関市長府港町９番９地先

下関市長府港町９番９地先

勝山田倉２８号線

旧
下関市大字田倉字東中原353番１地先

下関市大字田倉字東中原340番３地先

新
下関市大字田倉字東中原351番５地先

下関市大字田倉字東中原340番３地先

勝山勝谷８号線

旧
下関市大字勝谷字阿ら安914番１地先

下関市大字田倉字西中原385番第１地先

新
下関市大字勝谷字阿ら安908番12地先

下関市大字田倉字西中原384番３地先

王 地 線

旧
下関市豊浦町大字厚母郷字王地264番地先

下関市豊浦町大字厚母郷字王地236番地先

新
下関市豊浦町大字厚母郷字惣福寺288番２地先

下関市豊浦町大字厚母郷字王地236番地先

宝 珠 線

旧
下関市豊浦町大字宇賀字赤迫6419番１地先

下関市豊浦町大字宇賀字宮の下2600番３地先

新
下関市豊浦町大字宇賀字赤迫6419番１地先

下関市豊浦町大字宇賀字正雲6505番２地先
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第 ４ 回 定 例 会 議案第２５６号

財産の取得について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

財産の取得について

災害における消防力の充実強化を図るため、下記のとおり財産を取得する。

記

１ 契約の相手方 広島市南区宇品神田五丁目２３番２０号

株式会社クマヒラセキュリティ

代表取締役 小 松 幹 昇

上記代理人 山口市朝田１０２７４番地４

株式会社クマヒラセキュリティ山口支店

支店長 中 村 幸 一

２ 目 的 物 化学消防ポンプ自動車 １台

３ 取 得 価 格 ９４,６００,０００円

提案理由

化学消防ポンプ自動車を取得するため。
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２５７号 

工事請負契約の一部変更について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

工事請負契約の一部変更について 

令和４年９月２２日可決議案第１２４号「工事請負契約締結について」中 

「３　請 負 代 金 額　２,８１２,３３４,８００円」を 

「３　請 負 代 金 額　３,１８７,１７９,６００円」に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関漁港南風泊地区高度衛生管理型荷さばき所建築主体工事に係る請負契

約を一部変更するため。
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２５８号 

工事請負契約の一部変更について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

工事請負契約の一部変更について 

令和４年９月２２日可決議案第１２５号「工事請負契約締結について」中 

「３　請 負 代 金 額　１７９,８７９,７００円」を 

「３　請 負 代 金 額　２４８,３０４,１００円」に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関漁港南風泊地区高度衛生管理型荷さばき所電気設備工事に係る請負契

約を一部変更するため。





G259-1

第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２５９号 

工事請負契約の一部変更について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

工事請負契約の一部変更について 

令和５年３月２７日可決議案第６０号「工事請負契約締結について」中 

「３　請 負 代 金 額　８６７,０３６,５００円」を 

「３　請 負 代 金 額　９７１,６６３,０００円」に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下関漁港南風泊地区高度衛生管理型荷さばき所機械設備工事に係る請負契

約を一部変更するため。
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第 ４ 回 定 例 会　　　　　　　 議案第２６０号 

工事請負契約の一部変更について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１２月２日 

下関市長　 前　 田　 晋 太 郎 

工事請負契約の一部変更について 

令和６年度　川棚漁港機能強化工事（その５）につき、下記のとおり請負契

約の一部変更契約を締結する。 

記 

１　契約の相手方 

工事請負人　下関市豊北町大字阿川３７９１番地 

山和建設株式会社 

代表取締役   山　 下　 一　 光 

２　工 事 名　令和６年度　川棚漁港機能強化工事（その５） 

３　請 負 代 金 額　変更前　１１３,８５０,０００円 

　　　　　　　　　変更後　１９５,０４２,１００円 

４　工 事 場 所　下関市豊浦町大字川棚 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

令和６年度　川棚漁港機能強化工事（その５）に係る請負契約を一部変更

するため。
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第 ４ 回 定 例 会 議案第２６１号

工事請負契約締結について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

工事請負契約締結について

下関市立玄洋中学校区小中一貫校施設整備建築主体工事につき、下記のとお

り請負契約を締結する。

記

１ 契約の相手方

工事請負人 下関市綾羅木南町二丁目７番１０号

株式会社東昇

代表取締役 東 原 啓 和

２ 工 事 名 下関市立玄洋中学校区小中一貫校施設整備建築主体工事

３ 請 負 代 金 額 １７７,１００,０００円

４ 工 事 場 所 下関市彦島本村町二丁目８番１号

提案理由

下関市立玄洋中学校区小中一貫校施設整備建築主体工事の請負契約締結の

ため。
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第 ４ 回 定 例 会 議案第２６２号

長府前八幡（１）団地建替事業に係る事業契約締結について

上記の議案を提出する。

令和７年１２月２日

下関市長 前 田 晋 太 郎

長府前八幡（１）団地建替事業に係る事業契約締結について

長府前八幡（１）団地建替事業につき、下記のとおり事業契約を締結する。

記

１ 契約の相手方

選定事業者 下関市綾羅木新町三丁目７番１号

安成工務店グループ

代表企業 株式会社安成工務店

代表取締役 安 成 信 次

構成企業 下関市南部町２３番１９号

株式会社野口工務店

代表取締役社長 野 口 大 輔

構成企業 下関市長府扇町１番２３号

住吉工業株式会社

代表取締役 中 村 成 志

構成企業 福岡市博多区美野島一丁目２番８号

株式会社市浦ハウジング＆プランニング福岡支店

支店長 小 浪 晋

構成企業 下関市岬之町１１番４６号

株式会社東武住販

代表取締役社長 荻 野 利 浩

２ 事 業 名 長府前八幡（１）団地建替事業

３ 契 約 の 目 的 市営住宅の設計、建設、解体及び入居者の移転支援等

４ 契 約 金 額 ６,４９０,０００,０００円
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５ 事 業 場 所 下関市長府八幡町６番

提案理由

長府前八幡（１）団地建替事業に係る事業契約締結のため。


